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 資料１ 

◆アンケート調査概要◆ 

境港市子ども・子育て支援事業計画（第三期計画）策定にか

かるアンケート調査 

 

【調査期間】 令和６年１月25日（木）～２月29日（木） 

   

【調査の種類と方法】 

調査対象 対象者 実施方法 

市 内 在 住

の 対 象 者

全数調査 

・０、１歳児（令和５年12月31日現在）保護者  ３６９人 

・５歳児（年長児）の保護者          ２４５人 

・小学校３年生の保護者            ２６８人 

計 ８８２人 

【配布方法】 

・郵送 

・保育園等、小学校

経由 

【回収方法】 

・郵送 

・とっとり電子サ

ービス 

【配布・回収状況】 

調査対象 配布数 回収数 回収率 <回収内訳> 

市内在住の対

象者全数調査 
８８２部 ３９９部 ４５．２％ 

・郵送  64.7％ 

・電子   35.3％ 

 



令和 ６ 年（２０２４年） １ 月
境港市長　伊達　憲太郎

１．封筒の宛名のお子さんの保護者の方がお答えください。

２．回答は、設問ごとに（１つに○）、（５つまで○）など、それぞれ指定して

　　いますので、お間違えのないようご注意ください。

３．回答・提出方法　　　（１）または（２）の方法にてご提出ください。

（１）郵送：記入した調査票を同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずにそのまま

　　ポストに投函。

（２）とっとり電子申請サービス：下記のURLまたはQRコードを読み取り回答。
　（とっとり電子申請サービスURL）
https://apply.e-tumo.jp/city-sakaiminato-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10254

　（とっとり電子申請サービスQRコード）

４．回答締め切り　令和６年（２０２４年）２月２９日（木）

５．この調査票についてのお問い合わせは、下記にお願いします。

　　　境港市役所　子育て支援課　児童係

０８５９－４７－１０４５

kosodate@city.sakaiminato.lg.jp

子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査

ご記入にあたってのお願い

E-mail

ＴＥＬ ：

：

市民の皆様には、日頃から市政に関するご理解とご協力をいただき、誠にあ
りがとうございます。
さて、本市では子ども子育て支援法（平成24年法律第65号）に基づき、平成

27年度から５年ごとに『子ども・子育て支援事業計画』を策定し、利用者ニー
ズに応じた子育て支援の提供体制の確保を計画的に行っています。
この度、令和７年度から始まる第三期計画の策定に当たり、子育て世帯であ

る皆様のニーズを把握するため、「アンケート調査」を実施することとしまし
た。
この調査は、市内にお住まいのお子さんの中から０～１歳、年長児、小学３

年生を選ばせていただき、その保護者に回答をお願いするものです。ご回答い
ただいた内容は、『子ども・子育て支援事業計画』策定の基礎資料に利用させ
ていただきます。
回答者個人が特定されたり、個々の回答内容が他にもれたり、他の目的に利

用されたりすることは一切ございません。

ご多忙のこととは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、協力いただき
ますようお願い申し上げます。

https://apply.e-tumo.jp/city-sakaiminato-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10254
mailto:kosodate@city.sakaiminato.lg.jp


問１　お住まいの小学校区に当てはまる番号１つに○をつけてください。

１．渡 ２．外江 ３．境 ４．上道

５．余子 ６．中浜 ７．わからない

※□内に数字でご記入ください。数字は一マスに一字

問２　お子さんの生年月をご記入ください。

平成

令和

問３　お子さんのきょうだいは何人いますか。お子さんを含めた人数をご記入くだ

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。

平成

令和

問４　保護者の現在の就労状況（自営業、家族従事者含む）を伺います。

(1)　母親【父子家庭の場合は記入不要】当てはまる番号１つに○をつけてください。

１．フルタイムで就労

２．フルタイムで就労（※現在は産休・育休・介護休業中）

３．パート・アルバイト等で就労

４．パート・アルバイト等で就労（※現在は産休・育休・介護休業中）

５．以前は就労していたが、現在は就労していない

６．これまで就労したことがない

※「フルタイム」とは、１週５日程度、１日８時間程度の就労を指します。

　「パート・アルバイト等」は、働いている時間が短時間の方を指します。

　正規・非正規（派遣・アルバイト等）にかかわらず、時間で判断してください。

保護者の就労状況について

お住まいの地域について

封筒の宛名のお子さん（以下「お子さん」といいます。）とご家族の状況について

年 月生まれ

きょうだい数 人 年 月生まれ
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※(1)で「１～４（就労）」と答えた方に伺います。

(1)ｰ1　１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多い

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 パターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 入る前の状況についてお答えください。

(1)ｰ2　家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時刻が一定でない場合は、

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 方は、休業に入る前の状況についてお答えください。

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 ※時間は24時間制。（例）午前８時⇒０８時、午後８時⇒２０時

(2)　父親【母子家庭の場合は記入不要】当てはまる番号１つに○をつけてください。

１．フルタイムで就労

２．フルタイムで就労（※現在は産休・育休・介護休業中）

３．パート・アルバイト等で就労

４．パート・アルバイト等で就労（※現在は産休・育休・介護休業中）

５．以前は就労していたが、現在は就労していない

６．これまで就労したことがない

※(2)で「１～４（就労）」と答えた方に伺います。

(2)ｰ1　１週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 をお答えください。就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多い

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 パターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 入る前の状況についてお答えください。

(2)ｰ2　家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時刻が一定でない場合は、

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 もっとも多いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の

　　さい。きょうだいがいる場合は、末子の方の生年月をご記入ください。　　 方は、休業に入る前の状況についてお答えください。

家を出る時刻 時 帰宅時刻 時

１週当たり 日 １日当たり 時間

家を出る時刻 時 帰宅時刻 時

１週当たり 日 １日当たり 時間
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※問４の(1)又は(2)で「３か４（パート・アルバイト等）」と答えた方に伺います。

　該当しない方は、問７へお進みください。

問５　フルタイムへの転換希望はありますか。

(1)　母親（当てはまる番号１つに○をつけてください。）

１．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

２．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

３．パート・アルバイト等での就労を続けることを希望

４．パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

(2)　父親（当てはまる番号１つに○をつけてください。）

１．フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

２．フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

３．パート・アルバイト等での就労を続けることを希望

４．パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

※問４の(1)又は(2)で「５か６（就労していない等）」と答えた方に伺います。

　該当しない方は、問７へお進みください。

問６　就労したいという希望はありますか。

(1)　母親（当てはまる番号１つに○をつけてください。）

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

　⇒　希望する就労形態 ア．フルタイム

イ．パート・アルバイト等

(2)　父親（当てはまる番号１つに○をつけてください。）

１．子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

３．すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

　⇒　希望する就労形態 ア．フルタイム

イ．パート・アルバイト等

２．１年より先で、一番下の子どもが 歳になった頃に就労したい

※どちらかに〇

２．１年より先で、一番下の子どもが 歳になった頃に就労したい

※どちらかに〇
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※ここで言う「定期的な教育・保育事業」とは、月単位で定期的に利用している事業

　を指します。具体的には、幼稚園や保育園など問７－１に示している事業です。

問７　お子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育事業」を利用さ

　　れていますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。

　　（未就学児がいない方は、問14へお進みください。）

１．利用している　　⇒　問７－１へ ２．利用していない　　⇒　問８へ

問７－１　お子さんは、平日どのような教育・保育事業を利用していますか。年間を

　　　　通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。当てはまる番号

　　　　すべてに○をつけてください。

１．幼稚園 ２．幼稚園の預かり保育

　（通常の就園時間の利用のみ） 　（定期的な利用のみ）

３．認可保育園 ４．認定こども園

　（県等の認可を受けた定員20人以上）

５．小規模保育事業所 ６．企業主導型保育事業

　（市等の認可を受けた定員19人以下） 　（認可外保育施設）

７．ファミリー・サポート・センター ８．その他

　（地域住民が子どもを預かる事業） 　（ ）

問７－２　平日に定期的に利用している教育・保育事業について、どのくらい利用を

　　　　していますか。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。

　　　　すべてに○をつけてください。□内に具体的な数字でご記入ください。

(1)　現在

(2)　希望

１週当たり 日 １日当たり 時間 時～ 時

お子さんの平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について

１週当たり 日 １日当たり 時間 時～ 時
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問７－３　現在利用している教育・保育事業の実施場所はどこですか。当てはまる番

　　　　号どちらかに○をつけてください。また、施設名（園名）をご記入ください。

１．境港市内 ２．境港市外（市町村名： ）

利用している施設名 （園）

問８　現在利用している、利用していないにかかわらず、お子さんの平日の教育・保

　　育事業として、「定期的」に利用したいと考える事業をお答えください。当ては

　　まる番号すべてに〇をつけてください。

１．幼稚園 ２．幼稚園の預かり保育

　（通常の就園時間の利用のみ） 　（定期的な利用のみ）

３．認可保育園 ４．認定こども園

　（県等の認可を受けた定員20人以上）

５．小規模保育事業所 ６．企業主導型保育事業

　（市等の認可を受けた定員19人以下） 　（認可外保育施設）

７．ファミリー・サポート・センター ８．その他

　（地域住民が子どもを預かる事業） 　（ ）

問８－１　教育・保育事業を利用したい実施場所はどこですか。当てはまる番号

　　　　どちらかに○をつけてください。

１．境港市内 ２．境港市外（市町村名： ）

問９　お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育事業の利用

　　希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。また、希望があ

　　る場合は、利用したい時間帯をご記入ください。

(1)　土曜日

１．利用希望なし 利用したい時間帯

２．ほぼ毎週利用したい

３．月に１～２回は利用したい

(2)　日曜日・祝日

１．利用希望なし 利用したい時間帯

２．ほぼ毎週利用したい

３．月に１～２回は利用したい

時～ 時

時～ 時
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※問９の(1)又は(2)で、「３．月に１～２回は利用したい」と答えた方に伺います。

問９－１　毎週ではなく、月に１～２回利用したい理由は何ですか。当てはまる番号

　　　　すべてに○をつけてください。

１．月に数回仕事が入るため

２．平日に済ませられない用事をまとめて済ませるため

３．親族の介護や手伝いが必要なため

４．息抜きのため

５．その他 （ ）

※幼稚園（認定こども園の１号認定含む）を利用している方に伺います。

　該当しない方は、問11へお進みください。

問10　お子さんについて、夏休みや冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の

　　利用希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。また、希望

　　がある場合は、利用したい時間帯をご記入ください。

１．利用希望なし 利用したい時間帯

２．休暇期間中、ほぼ毎日利用したい

３．休暇期間中、週に数日利用したい

※問10で、「３．休暇期間中、週に数日利用したい」と答えた方に伺います。

問10－１　毎日ではなく、たまに利用したい理由は何ですか。当てはまる番号すべて

　　　　に○をつけてください。

１．月に数回仕事が入るため ２．買物等の用事をまとめて済ませるため

３．親族の介護や手伝いが必要なため ４．息抜きのため

５．その他 （ ）

問11　お子さんは現在、地域子育て支援拠点施設（親子が集まって過ごしたり、相談

　　や情報提供を受けたりする場で、「子育て支援センター」等と呼ばれていて、本

　　市では「ひまわり」「きらきら」になります。）を利用していますか。当てはま

　　る番号どちらかに○をつけてください。また、利用回数をご記入ください。

１．利用している

２．利用していない

時～ 時

お子さんの地域の子育て支援事業の利用状況について

１週当たり 回もしくは１ヶ月当たり 回程度
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問12　問11の地域子育て支援拠点施設について、今は利用していないが、できれば今

　　後利用したい、あるいは利用回数を増やしたいと思いますか。当てはまる番号

　　１つに○をつけてください。また、おおよその利用回数をご記入ください。

１．利用していないが、今後利用したい

２．すでに利用しているが、今後利用回数を増やしたい

３．新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない

問13　現在、本市が実施している下記の事業で、知っているものや、これまでに利用

　　したことがあるもの、今後、利用したいと思うものをお答えください。①～⑯の

　　事業ごとに、Ａ～Ｃのそれぞれについて、いずれかに○をつけてください。

⑯ ノーメディア運動 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

⑭ ブックスタート事業 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

⑮ アートスタート事業 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

⑬ 新生児聴覚検査、産後１ヶ月健
はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

診

⑫ 産後ケア事業（産後ヘルパー、
はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

デイサービス、ショートステイ）

はい　いいえ
支援センターが公民館で実施）

⑥ 保育園・幼稚園の園開放 はい　いいえ はい　いいえ

⑪ 母子保健手帳アプリ
はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

「すく♡ナビさかいみなと」

⑨ 保健相談センターの相談窓口 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

⑩ LINE相談・安心メール相談事業 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

④ 離乳食講習会 はい　いいえ はい　いいえ

⑧ 地域子育て支援センター発行の
はい　いいえ はい　いいえ

はい　いいえ

⑤ 子育ての旅
はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

（子育て中の保護者への講習）

はい　いいえ
子育て情報紙

はい　いいえ

⑦ 巡回プレイランド（地域子育て
はい　いいえ はい　いいえ

② ようこそ♡赤ちゃん訪問 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

③ 妊産婦・乳幼児健康相談 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

Ａ

知っている

Ｂ

これまでに利用
したことがある

Ｃ

今後利用したい

① 妊活（不妊）相談 はい　いいえ はい　いいえ はい　いいえ

１週当たり 回もしくは１ヶ月当たり 回程度

１週当たり 回もしくは１ヶ月当たり 回程度
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※お子さんが５歳以上の方に伺います。（該当しない方は、問18へお進みください。）

問14　お子さんについて、小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小

　　学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしてほしいと思いますか。当てはま

　　る番号すべてに○をつけ、それぞれ希望する週当たり日数等をご記入ください。

６．放課後子ども教室

問15　お子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、放課後の時間を

　　どのような場所で過ごしてほしいと思いますか。当てはまる番号すべてに〇をつ

　　け、それぞれ希望する週当たり日数等をご記入ください。

７．ファミリー・サポート・センター 週 日くらい

８．その他（公民館、公園など） 週 日くらい

５．放課後児童クラブ（学童保育）
週 日くらい

⇒下校時から 時まで

６．放課後子ども教室 週 日くらい

３．友人・知人宅 週 日くらい

４．習い事
　　（音楽教室、クラブ活動、学習塾など）

週 日くらい

１．自宅 週 日くらい

２．祖父母などの親せき宅 週 日くらい

７．ファミリー・サポート・センター 週 日くらい

８．その他（公民館、公園など） 週 日くらい

５．放課後児童クラブ（学童保育）
週 日くらい

⇒下校時から 時まで

※地域の方の協力を得て、放課後や週末に小学校や公民館で

　学習・スポーツ・文化芸術活動などを体験する取組。（現

　在、本市では実施されていませんが、仮にあった場合）

週 日くらい

３．友人・知人宅 週 日くらい

４．習い事
　　（音楽教室、クラブ活動、学習塾など）

週 日くらい

１．自宅 週 日くらい

２．祖父母などの親せき宅 週 日くらい

小学校就学後の放課後の過ごし方について
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※問14又は問15で、「４．放課後児童クラブ（学童保育）」と答えた方に伺います。

問16　お子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、放課後児童クラブの利用希望は

　　ありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。また、希望がある場合

　　は、利用したい時間帯をご記入ください。

(1)　土曜日

１．利用希望なし 利用したい時間帯

２．低学年の間は利用したい

３．高学年になっても利用したい

(2)　日曜日・祝日

１．利用希望なし 利用したい時間帯

２．低学年の間は利用したい

３．高学年になっても利用したい

問17　お子さんについて、夏休み・冬休みなど学校の長期の休業期間中に、放課後児

　　童クラブの利用希望はありますか。当てはまる番号１つに○をつけてください。

　　また、希望がある場合は、利用したい時間帯をご記入ください。

１．利用希望なし 利用したい時間帯

２．低学年の間は利用したい

３．高学年になっても利用したい

問18　お子さんが生まれた時、育児休業を取得しましたか。母親、父親それぞれにつ

　　いて、当てはまる番号１つに○をつけてください。また、「３．取得していない」

　　と答えた方は、その理由を次ページ１～15の中から当てはまる番号すべてを選ん

　　で、□内に番号をご記入ください。

１．働いていなかった １．働いていなかった

２．取得した（取得中である） ２．取得した（取得中である）

３．取得していない ３．取得していない

⇒ ⇒

育児休業や短時間勤務など職場の両立支援制度について

母親【父子家庭の場合は記入不要】 父親【母子家庭の場合は記入不要】

取得していない理由 取得していない理由

時～ 時

時～ 時

時～ 時
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☆取得していない理由

１．職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

２．仕事が忙しかった

３．（産休後）仕事に早く復帰したかった

４．仕事に戻るのが難しそうだった

５．昇給・昇格などが遅れそうだった

６．収入源となり、経済的に苦しくなる

７．保育園などに預けることができた

８．配偶者が育児休業制度を利用した

９．配偶者が在宅、祖父母等に見てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

10．子育てや家事に専念するため退職した

11．職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

12．有期雇用のため、育児休業の取得要件を満たさなかった

13．育児休業を取得できることを知らなかった

14．産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らなかった

15．その他（ ）

※問18で、「２．取得した（取得中である）」と答えた方に伺います。

問18－１　育児休業取得後、職場に復帰しましたか。当てはまる番号１つに○をつけ

　　　　てください。

(1)　母親

１．育児休業取得後、職場に復帰した ２．現在も育児休業中である

３．育児休業中に離職した

(2)　父親

１．育児休業取得後、職場に復帰した ２．現在も育児休業中である

３．育児休業中に離職した

※問18－１で、「１．育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方に伺います。

問18－２　育児休業から職場に復帰したのは、年度初めの保育園入園に合わせたタイ

　　　　ミングでしたか。あるいはそれ以外でしたか。どちらか１つに〇をつけてく

　　　　ださい。

(1)　母親

１．年度初めの入園に合わせたタイミングだった ２．それ以外だった

(2)　父親

１．年度初めの入園に合わせたタイミングだった ２．それ以外だった

※年度初めでの認可保育園入園を希望して、１～２月頃復帰して一時的に認可外保育園に

　入園した場合も「１」に当てはまります。
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問18－３　育児休業から、お子さんが何歳何ヶ月のときに職場復帰しましたか。また、

　　　　希望できるなら何歳何ヶ月まで育児休業を取得したかったですか。□内に数

　　　　字をご記入ください。

(1)　母親

(2)　父親

※問18－３で、「実際の取得期間」と「希望」の時期が異なる方に伺います。

問18－４　希望の時期より「早く」職場復帰した理由は何ですか。当てはまる番号す

　　　　べてに〇をつけてください。

(1)　母親

１．希望する保育園等に入るため

２．配偶者や家族の希望があったため

３．経済的な理由で早く復帰する必要があったため

４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

５．職場が育休延長しにくい雰囲気だったため

６．職場に育児休業の延長制度がなかったため

７．その他（ ）

(2)　父親

１．希望する保育園等に入るため

２．配偶者や家族の希望があったため

３．経済的な理由で早く復帰する必要があったため

４．人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

５．職場が育休延長しにくい雰囲気だったため

６．職場に育児休業の延長制度がなかったため

７．その他（ ）

実際の取得期間 歳 ヶ月 希望 歳 ヶ月

実際の取得期間 歳 ヶ月 希望 歳 ヶ月
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問18－５　希望の時期より「遅く」職場復帰した理由は何ですか。当てはまる番号す

　　　　べてに〇をつけてください。

(1)　母親

１．希望する保育園等に入れなかったため

２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

３．配偶者や家族の希望があったため

４．職場の受入体制が整っていなかったため

５．子どもを見てくれる人がいなかったため

６．その他（ ）

(2)　父親

１．希望する保育園等に入れなかったため

２．自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

３．配偶者や家族の希望があったため

４．職場の受入体制が整っていなかったため

５．子どもを見てくれる人がいなかったため

６．その他（ ）

※問18－１で、「１．育児休業取得後、職場に復帰した」と答えた方に伺います。

問18－６　育児休業からの職場復帰時には、短時間勤務制度を利用しましたか。当て

　　　　はまる番号１つに〇をつけてください。

(1)　母親

１．短時間勤務制度を利用した ２．短時間勤務制度を利用しなかった

(2)　父親

１．短時間勤務制度を利用した ２．短時間勤務制度を利用しなかった
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※問18－６で、「２．短時間勤務制度を利用しなかった」と答えた方に伺います。

問18－７　短時間勤務制度を利用しなかった理由は何ですか。当てはまる番号すべて

　　　　に〇をつけてください。

(1)　母親

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

２．仕事が忙しかった

３．短時間勤務にすると給与が減額され、経済的に苦しくなるため

４．短時間勤務にすると保育園等の入園申請の優先順位が下がるため

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

６．配偶者が在宅、祖父母等に見てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

７．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

８．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

９．その他（ ）

(2)　父親

１．職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった

２．仕事が忙しかった

３．短時間勤務にすると給与が減額され、経済的に苦しくなるため

４．短時間勤務にすると保育園等の入園申請の優先順位が下がるため

５．配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した

６．配偶者が在宅、祖父母等に見てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

７．職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

８．短時間勤務制度を利用できることを知らなかった

９．その他（ ）

※問18－１で、「２．現在も育児休業中である」と答えた方に伺います。

問18－８　お子さんが１歳になったときに必ず預けられる事業があれば、１歳になる

　　　　まで育児休業を取得しますか。または、預けられる事業があっても１歳にな

　　　　る前に職場復帰しますか。当てはまる番号１つに〇をつけてください。

(1)　母親

１．１歳になるまで育児休業を取得したい ２．１歳になる前に職場復帰したい

(2)　父親

１．１歳になるまで育児休業を取得したい ２．１歳になる前に職場復帰したい
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問19　子育て支援の環境づくりに対する施策について、本市が重点的に取り組む必要

　　が高いと思われるものは何だと思いますか。当てはまるもの５つまでに○をつけ

　　てください。

１．産後支援の充実（新生児訪問事業、産後ケア、産後ヘルパー派遣事業など）

２．保育サービスの充実（一時保育、延長保育、休日保育など）

３．放課後児童クラブの充実（時間の延長など）

４．相談窓口や情報提供などの子育て支援の充実

５．小児医療の充実や安心して妊娠・出産ができる医療体制の整備

６．家庭における教育の支援など、地域における教育力の向上

７．子育て世代を対象にした良質な住宅の確保

８．安全・安心に通行できる道路交通環境や公共建築物等のバリアフリー化など

　　安心して外出できる環境の整備

９．仕事と生活のバランスが取れた多様な働き方の実現、男性を含めた働き方の

　　見直しなど仕事と子育ての両立の推進

10．ひとり親家庭の自立支援の推進

11．親子のふれあいや異世代交流の場づくり

12．子育てに伴う経済的支援の充実（保育料の無償化など）

13．家庭内、配偶者間暴力（ドメスティックバイオレンス）対策の充実

14．障がいの原因となる疾病や事故の予防、早期発見・治療や障がい児の健やか

　　な成長への支援などの障がい児対策の充実

15．保育園・子育て支援センターなど、子育て支援関連施設の整備

16．その他（ ）

問20　最後に、教育・保育環境の充実など、子育ての環境や支援に関してご意見がご

　　ざいましたら、ご自由にご記入ください。

無記名のまま同封の封筒に入れ、切手を貼らずにそのままポストに投函してください。

（とっとり電子申請サービスで回答された方は、調査票の返送は不要です。）

子どもに関する施策について

アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。　　
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お住まいの地区 0～1歳 年長 小学3年 合計 割合

渡 26 20 21 67 16.8%

外江 21 11 9 41 10.3%

境 28 17 18 63 15.8%

上道 30 24 23 77 19.3%

余子 22 26 21 69 17.3%

中浜 29 23 28 80 20.1%

わからない 2 0 0 2 0.5%

計 158 121 120 399 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

1人 54 20 16 90 22.6%

2人 57 52 58 167 41.9%

3人 32 38 36 106 26.6%

4人 8 8 7 23 5.8%

5人 6 3 2 11 2.8%

6人 1 0 1 2 0.5%

計 158 121 120 399 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

フルタイムで就労 27 58 50 135 34.4

フルタイムで就労（※現在は産休・育休・介護休業中） 62 7 7 76 19.3

パート・アルバイト等で就労 21 37 47 105 26.7

パート・アルバイト等で就労（※現在は産休・育休・介護休業中） 20 2 4 26 6.6

以前は就労していたが、現在は就労していない 24 13 10 47 12.0

これまで就労したことがない 3 1 0 4 1.0

計 157 118 118 393 100

フルタイムが約半数、パート・アルバイトが約３割で、約８割の方が、現在働いています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 0 0 0 0

2日 1 1 0 2 0.6

3日 1 3 3 7 2.1

4日 11 7 12 30 8.8

5日 95 79 80 254 74.9

6日 19 15 11 45 13.3

7日 0 0 1 1 0.3

計 127 105 107 339 100

５日が約７割で１番多く、週休２日制の中、６日就労されている方が約１割あります。

0～1歳 年長 小学3年

1時間～3時間 3 2 2 7 2.1

4時間～6時間 38 34 43 115 34

7時間～9時間 83 66 61 210 62.1

10時間～12時間 3 2 1 6 1.8

13時間以上 0 0 0 0 0

計 127 104 107 338 100

7～9時間が約６割、4～6時間が約３割となっており、半日以上働かれる方がほとんどです。

問4(1)-1　1週当たりの就労日数(母)
回答数

合計 割合

問4(1)-1 1日当たりの就労時間(母)
回答数

合計 割合

問3　きょうだいの人数
回答数

合計 割合

問4(1)　就労状況(母)
回答数

合計 割合

境港市子ども・子育て支援事業計画（第三期計画）策定にかかるアンケート調査（結果集計表）
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0～1歳 年長 小学3年

5時以前 1 0 1 2 0.6

6～8時 113 89 94 296 88.6

9～11時 9 12 8 29 8.7

12～14時 2 1 1 4 1.2

15時～17時 1 1 1 3 0.9

計 126 103 105 334 100

6～8時に家を出られる方がが約９割おられ、早朝からの保育等の需要があることがわかります。

0～1歳 年長 小学3年

12時～14時 7 5 13 25 7.4

15時～17時 45 37 42 124 36.8

18時～20時 71 61 52 184 54.6

21時～23時 3 1 0 4 1.2

計 126 104 107 337 100

18～20時が約５割、15～17時が約４割となっており、夕方から家におられるのが約９割となっています。

0～1歳 年長 小学3年

フルタイムで就労 141 105 105 351 98.3

フルタイムで就労（※現在は産休・育休・介護休業中） 2 0 0 2 0.6

パート・アルバイト等で就労 1 1 1 3 0.8

パート・アルバイト等で就労（※現在は産休・育休・介護休業中） 0 0 0 0 0.0

以前は就労していたが、現在は就労していない 1 0 0 1 0.3

これまで就労したことがない 0 0 0 0 0.0

計 145 106 106 357 100

フルタイムで就労されている方がほとんどです。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 0 0 0 0.0

2日 0 0 0 0 0.0

3日 4 1 0 5 1.4

4日 0 0 0 0 0.0

5日 96 56 72 224 63.1

6日 40 45 34 119 33.5

7日 3 2 2 7 2.0

計 143 104 108 355 100

５日が約６割で１番多く、週休２日制の中、６日就労されている方が約３割あります。

0～1歳 年長 小学3年

1時間～3時間 0 0 0 0 0.0

4時間～6時間 1 0 1 2 0.6

7時間～9時間 105 78 80 263 75.4

10時間～12時間 29 23 25 77 22.1

13時間以上 4 1 2 7 2.0

計 139 102 108 349 100

7～9時間が約７割で最も多いですが、10時間以上働かれている方が約２割もおられます。

問4(1)-1　1週当たりの就労日数(父)
回答数

合計 割合

問4(1)-1 1日当たりの就労時間(父)
回答数

合計 割合

問4(1)　就労状況(父)
回答数

合計 割合

問4(1)-2　帰宅時刻(母)
回答数

合計 割合

問4(1)-2　家を出る時刻(母)
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

5時以前 6 8 2 16 4.6

6～8時 122 81 96 299 86.2

9～11時 6 13 6 25 7.2

12～14時 1 1 1 3 0.9

15時～17時 2 0 0 2 0.6

18時～20時 0 0 0 0 0.0

21時以降 1 0 1 2 0.6

計 138 103 106 347 100

6～8時に家を出られる方がが約９割おられ、早朝からの保育等の需要があることがわかります。

0～1歳 年長 小学3年

12時～14時 0 0 1 1 0.3

15時～17時 24 12 15 51 14.7

18時～20時 96 76 77 249 71.6

21時～23時 17 15 12 44 12.6

24時～26時 1 1 1 3 0.9

計 138 104 106 348 100

約８割の方が、18時以降の帰宅となっています。

0～1歳 年長 小学3年

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 8 3 5 16 12.3

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みがない 14 15 14 43 33.1

パート・アルバイト等での就労を続けることを希望 18 20 30 68 52.3

パート・アルバイト等をやめて家事や子育てに専念したい 2 0 1 3 2.3

計 42 38 50 130 100

約５割の方が、フルタイムへの転換希望がありますが、そのうち約７割の方は実現できる

見込みがないとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 4 1 3 8 72.7

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みがない 1 1 1 3 27.3

パート・アルバイト等での就労を続けることを希望 0 0 0 0 0

パート・アルバイト等をやめて家事や子育てに専念したい 0 0 0 0 0

計 5 2 4 11 100

全ての方が、フルタイムへの転換希望があり、そのうち約７割の方は実現できる見込みとなっています。

問5(２)　フルタイムへの転換希望の有無(父)
回答数

合計 割合

問5(1)　フルタイムへの転換希望の有無(母)
回答数

合計 割合

問4(1)-2　帰宅時刻(父)
回答数

合計 割合

問4(1)-2　家を出る時刻(父)
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

子育てや家事に専念したい（就労の予定はない） 2 3 6 11 25.6

１年より先で、一番下の子どもが□歳になったころに就労した
い

13 4 4 21 48.8

すぐにでも、もしくは１年以内にフルタイムで就労したい 2 0 0 2 4.7

すぐにでも、もしくは１年以内にパート・アルバイト等で就労
したい

3 4 2 9 20.9

計 20 11 12 43 100

１年以上子育てや家事に専念したい方が、約７割おられます。

0～1歳 年長 小学3年

1歳 5 0 0 5 23.8

2歳 1 0 0 1 4.8

3歳 6 1 0 7 33.3

4歳 0 0 0 0 0

5歳 0 0 0 0 0

6歳 0 0 0 0 0

7歳 0 1 1 2 9.5

8歳 0 1 1 2 9.5

9歳 1 0 0 1 4.8

10歳 0 1 1 2 9.5

11歳 0 0 0 0 0

12歳 0 0 1 1 4.8

計 13 4 4 21 100

３歳が一番多く、二番目に１歳となっています。

0～1歳 年長 小学3年

子育てや家事に専念したい（就労の予定はない） 0 0 0 0 0

１年より先で、一番下の子どもが□歳になったころに就労した
い

1 0 1 2 100

すぐにでも、もしくは１年以内にフルタイムで就労したい 0 0 0 0 0

すぐにでも、もしくは１年以内にパート・アルバイト等で就労
したい

0 0 0 0 0

計 1 0 1 2 100

全ての方が１年は子育てや家事に専念したいとなっています。

問6(1)　就労希望は下の子が何歳のころから（母）
回答数

合計 割合

問6(1)　就労希望有無(父)
回答数

合計 割合

問6(1)　就労希望有無(母)
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

1歳 1 0 0 1 50

2歳 0 0 0 0 0

3歳 0 0 0 0 0

4歳 0 0 0 0 0

5歳 0 0 0 0 0

6歳 0 0 0 0 0

7歳 0 0 1 1 50

8歳 0 0 0 0 0

9歳 0 0 0 0 0

10歳 0 0 0 0 0

11歳 0 0 0 0 0

12歳 0 0 0 0 0

計 1 0 1 2 100

１歳か小学生入学のタイミングで仕事を始めたいとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

利用している 63 120 183 65.6

利用していない 95 1 96 34.4

計 158 121 279 100

年長はほぼ利用しており、０～１歳は約４割の方が利用しています。

0～1歳 年長 小学3年

幼稚園 1 14 15 7.8

幼稚園の預かり保育 0 5 5 2.6

認可保育園 41 84 125 65.1

認定こども園 10 21 31 16.1

小規模保育事業所 5 0 5 2.6

企業主導型保育事業(認可外保育施設も含む) 4 0 4 2.1

ファミリー・サポート・センター 3 0 3 1.6

その他 1 3 4 2.1

計 65 127 192 100

その他内訳・・・託児所(１)、児童発達支援事業所(3)

認可保育園が１番多く、次に認定こども園が多い結果となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 1 0 1 0.5

2日 0 0 0 0

3日 0 0 0 0

4日 0 1 1 0.5

5日 49 90 139 76.4

6日 13 28 41 22.5

7日 0 0 0 0

計 63 119 182 100

５日利用が約８割となっており、土日は家で過ごす家庭が多いことがわかります。

問7-2(1)　１週当たりの利用日数（現在）
回答数

合計 割合

問7-1　「定期的に」利用している教育・保育事業
回答数

合計 割合

問6(1)　就労希望は下の子が何歳のころから（父）
回答数

合計 割合

問7　「定期的な教育・保育事業」の利用有無
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

7時 10 15 25 14.0

8時 29 58 87 48.6

9時 22 43 65 36.3

10時 0 0 0 0.0

11時以降 2 0 2 1.1

計 63 116 179 100

８時からが最も多く、次いで９時からとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

14時 1 2 3 1.7

15時 3 16 19 10.6

16時 20 18 38 21.2

17時 22 44 66 36.9

18時 16 36 52 29.1

19時 1 0 1 0.6

計 63 116 179 100

15時から迎えが増え始め、17時がピークとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 0 0 0.0

2日 0 0 0 0.0

3日 1 1 2 1.2

4日 2 0 2 1.2

5日 35 82 117 68.4

6日 15 33 48 28.1

7日 1 1 2 1.2

計 54 117 171 100

５日が約７割で１番多く、次いで６日が約３割となっています。

0～1歳 年長 小学3年

5時 1 0 1 0.6

6時 0 0 0 0.0

7時 11 22 33 19.4

8時 26 53 79 46.5

9時 16 41 57 33.5

計 54 116 170 100

８時からが約５割で最も多く、次いで９時が約３割となっています。

0～1歳 年長 小学3年

14時以前 0 1 1 0.6

15時 2 14 16 9.5

16時 13 16 29 17.2

17時 20 41 61 36.1

18時 15 34 49 29.0

19時 3 9 12 7.1

20時 0 1 1 0.6

計 53 116 169 100

15時から希望が増え、17時が約４割で最も多くなっています。

問7-2(2)　利用開始希望時刻
回答数

合計 割合

問7-2(2)　利用終了希望時刻
回答数

合計 割合

問7-2(1)　利用終了時刻（現在）
回答数

合計 割合

問7-2(2)　１週当たりの利用希望日数
回答数

合計 割合

問7-2(1)　利用開始時刻（現在）
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

境港市内 61 116 177 97.3

境港市外(米子市) 1 4 5 2.7

計 62 120 182 100

市内の保育施設利用者がほとんどとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

幼稚園 40 36 76 18.6

幼稚園の預かり保育 9 11 20 4.9

認可保育園 103 85 188 46.1

認定こども園 46 20 66 16.2

小規模保育事業所 16 1 17 4.2

企業主導型保育事業(認可外保育施設も含む) 8 2 10 2.5

ファミリー・サポート・センター 21 4 25 6.1

その他 1 5 6 1.5

計 244 164 408 100

その他内訳・・・ベビーシッター(１)、病児・病後児保育(２)、児童発達支援事業所(１)

約５割の方が認可保育園を希望しており、次いで幼稚園が２割となっています。

0～1歳 年長 小学3年

利用希望なし 75 60 135 49.5

ほぼ毎週利用したい 28 26 54 19.8

月に１～２回は利用したい 50 34 84 30.8

計 153 120 273 100

約５割の方が、利用希望がなく、約３割の方が、月１～２回利用したいとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

7時 10 12 22 16.5

8時 38 30 68 51.1

9時 22 17 39 29.3

10時 4 0 4 3.0

計 74 59 133 100

約５割の方が８時からの利用を希望しています。

0～1歳 年長 小学3年

12時 0 2 2 1.5

13時 3 3 6 4.5

14時 1 0 1 0.8

15時 5 4 9 6.8

16時 10 5 15 11.3

17時 30 23 53 39.8

18時 24 19 43 32.3

19時 1 2 3 2.3

20時 0 1 1 0.8

計 74 59 133 100

約７割の方が17～18時までの利用を希望しています。

問9(1)　利用終了希望時刻(土曜)
回答数

合計 割合

問9(1)　土曜日保育の利用希望有無
回答数

合計 割合

問9(1)　利用開始希望時刻(土曜)
回答数

合計 割合

問7-3　現在利用している教育・保育施設の設置場所
回答数

合計 割合

問8　平日に「定期的に」利用したい教育・保育事業
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

利用希望なし 116 95 211 77.9

ほぼ毎週利用したい 3 4 7 2.6

月に１～２回は利用したい 32 21 53 19.6

計 151 120 271 100

約８割の方が利用希望がなく、約２割の方が、月１～２回利用したいとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

7時 5 7 12 20.7

8時 13 10 23 39.7

9時 11 8 19 32.8

10時 3 0 3 5.2

11時 1 0 1 1.7

計 33 25 58 100

約７割の方が８～９時の利用を希望しています。

0～1歳 年長 小学3年

12時 0 0 0 0.0

13時 2 2 4 7.7

14時 1 0 1 1.9

15時 4 1 5 9.6

16時 4 2 6 11.5

17時 12 5 17 32.7

18時 9 10 19 36.5

19時 1 3 4 7.7

20時 0 1 1 1.9

計 33 24 52 100

約７割の方が17～18時までの利用を希望しています。

0～1歳 年長 小学3年

月に数回仕事が入るため 44 42 86 48.0

平日に済ませられない用事をまとめて済ますため 24 18 42 23.5

親族の介護や手伝いが必要なため 2 2 4 2.2

息抜きのため 23 16 39 21.8

その他 3 5 8 4.5

計 96 83 179 100

約５割の方が仕事のためと最も多く、次いで用事を済ませたい、息抜きのためとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

利用希望なし 0 16 16 43.2

休暇期間中、ほぼ毎日利用したい 0 15 15 40.5

休暇期間中、週に数日利用したい 0 6 6 16.2

計 0 37 37 100

約４割の方が利用希望がない反面、約４割の方が毎日利用したいという結果となっています。

問9-1　土曜日・日曜日・祝日に保育の利用を希望する理由
回答数

合計 割合

その他の内訳・・・きょうだいの習い事等あるため(５)、病院等一緒につれて行けない用事のため(１)
頼れる親族が主人以外いないため、時々預かって欲しいと思う場面がある(１)
できれば曜日の制限なく働きたいため（１）

問10　長期休暇期間中の教育・保育事業　利用希望有無
回答数

合計 割合

問9(2)　利用開始希望時刻(日曜)
回答数

合計 割合

問9(２)　利用終了希望時刻(日曜)
回答数

合計 割合

問9(2)　日曜日保育の利用希望有無
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

7時 0 2 2 9.5

8時 0 9 9 42.9

9時 0 10 10 47.6

計 0 21 21 100

９時からの希望が最も多く、次いで８時からとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

12時 0 1 1 4.8

13時 0 0 0 0.0

14時 0 0 0 0.0

15時 0 5 5 23.8

16時 0 3 3 14.3

17時 0 5 5 23.8

18時 0 7 7 33.3

計 0 21 21 100

18時が最も多く、次いで、15時と17時となっています。

0～1歳 年長 小学3年

月に数回仕事が入るため 0 5 5 38.5

買い物等の用事をまとめて済ませるため 0 4 4 30.8

親族の介護や手伝いが必要なため 0 1 1 7.7

息抜きのため 0 3 3 23.1

その他 0 0 0 0.0

計 0 13 13 100

約４割の方が仕事のためと最も多く、次いで用事を済ませたい、息抜きのためとなっています。

0～1歳 年長 小学3年

利用している 56 13 0 69 24.7

利用していない 102 108 0 210 75.3

計 158 121 0 279 100

利用している方は約３割で、そのうち約８割が０～１歳となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1週当たり1日 10 1 0 11 16.9

1週当たり2日 6 0 0 6 9.2

1週当たり3日 4 2 0 6 9.2

1週当たり4日 4 0 0 4 6.2

1週当たり5日 2 0 0 2 3.1

1週当たり6日 0 0 0 0 0.0

1週当たり7日 0 0 0 0 0.0

1ヶ月当たり1日 17 9 0 26 40.0

1ヶ月当たり2日 6 1 0 7 10.8

1ヶ月当たり3日 1 0 0 1 1.5

1ヶ月当たり4日 1 0 0 1 1.5

1ヶ月当たり5日 1 0 0 1 1.5

計 52 13 0 65 100

月に１回利用される方が約４割で最も多く、次いで１週間に１回利用される方が約２割となっています。

問11　利用回数
回答数

合計 割合

問10-1　たまに利用希望する理由
回答数

合計 割合

問11　「子育て支援センター(きらきら・ひまわり)」の利用有無
回答数

合計 割合

問１０　利用開始希望時刻(長期休暇期間中)
回答数

合計 割合

問１０　利用終了希望時刻(長期休暇期間中)
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

利用していないが、今後利用したい 49 10 0 59 21.2

すでに利用しているが、今後利用回数を増やしたい 27 7 0 34 12.2

新たに利用したり、利用回数を増やしたいとは思わない 82 103 0 185 66.5

計 158 120 0 278 100

0～1歳 年長 小学3年

1週当たり1日 31 5 0 36 40.4

1週当たり2日 10 1 0 11 12.4

1週当たり3日 6 0 0 6 6.7

1週当たり4日 1 0 0 1 1.1

1週当たり5日 1 1 0 2 2.2

1週当たり6日 0 0 0 0 0.0

1週当たり7日 0 0 0 0 0.0

1ヶ月当たり1日 10 3 0 13 14.6

1ヶ月当たり2日 12 2 0 14 15.7

1ヶ月当たり3日 3 1 0 4 4.5

1ヶ月当たり4日 1 0 0 1 1.1

1ヶ月当たり5日 1 0 0 1 1.1

計 76 13 0 89 100

　　　利用希望は１週間に１回が約４割で最も多く、次いで月２回が約２割となっています。

妊活（不妊）相談を知っている 0～1歳 年長 小学3年 合計 割合

はい 126 89 0 215 77.3%

いいえ 32 31 0 63 22.7%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 7 3 0 10 3.6%

いいえ 151 117 0 268 96.4%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 11 2 0 13 4.7%

いいえ 147 118 0 265 95.3%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 145 81 0 226 81.3%

いいえ 13 39 0 52 18.7%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 116 59 0 175 62.9%

いいえ 42 61 0 103 37.1%

計 158 120 0 278 100.0%

ようこそ赤ちゃん訪問をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

妊活（不妊）相談を今後利用したい
回答数

合計 割合

ようこそ赤ちゃん訪問を知っている
回答数

合計 割合

問12　利用希望回数
回答数

合計 割合

妊活（不妊）相談をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

問12　利用希望の有無
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

はい 74 18 0 92 33.1%

いいえ 84 102 0 186 66.9%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 139 101 0 240 86.3%

いいえ 19 19 0 38 13.7%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 44 38 0 82 29.5%

いいえ 114 82 0 196 70.5%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 70 16 0 86 30.9%

いいえ 88 104 0 192 69.1%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 139 97 0 236 84.9%

いいえ 19 23 0 42 15.1%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 58 53 0 111 39.9%

いいえ 100 67 0 167 60.1%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 55 12 0 67 24.1%

いいえ 103 108 0 211 75.9%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 28 17 0 45 16.2%

いいえ 130 103 0 233 83.8%

計 158 120 0 278 100.0%

子育ての旅（子育て中の保護者への講習）を知っている
回答数

合計 割合

離乳食講習会をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

離乳食講習会を今後利用したい
回答数

合計 割合

妊産婦・乳幼児健康相談を今後利用したい
回答数

合計 割合

離乳食講習会を知っている
回答数

合計 割合

妊産婦・乳幼児健康相談を知っている
回答数

合計 割合

妊産婦・乳幼児健康相談をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

ようこそ赤ちゃん訪問を今後利用したい
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

はい 3 8 0 11 4.0%

いいえ 155 112 0 267 96.0%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 34 22 0 56 20.1%

いいえ 124 98 0 222 79.9%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 114 95 0 209 75.2%

いいえ 44 25 0 69 24.8%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 34 31 0 65 23.4%

いいえ 124 89 0 213 76.6%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 83 26 0 109 39.2%

いいえ 75 94 0 169 60.8%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 72 62 0 134 48.2%

いいえ 86 58 0 144 51.8%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 13 19 0 32 11.5%

いいえ 145 101 0 246 88.5%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 63 22 0 85 30.6%

いいえ 95 98 0 193 69.4%

計 158 120 0 278 100.0%

巡回プレイランド（地域子育て支援センターが公民館で実施）
を今後利用したい

回答数
合計 割合

巡回プレイランド（地域子育て支援センターが公民館で実施）
を知っている

回答数
合計 割合

巡回プレイランド（地域子育て支援センターが公民館で実施）
をこれまでに利用したことがある

回答数
合計 割合

保育園・幼稚園の園開放をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

保育園・幼稚園の園開放を今後利用したい
回答数

合計 割合

子育ての旅（子育て中の保護者への講習）を今後利用したい
回答数

合計 割合

保育園・幼稚園の園開放を知っている
回答数

合計 割合

子育ての旅（子育て中の保護者への講習）をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

はい 84 69 0 153 55.0%

いいえ 74 51 0 125 45.0%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 44 27 0 71 25.5%

いいえ 114 93 0 207 74.5%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 78 27 0 105 37.8%

いいえ 80 93 0 173 62.2%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 112 80 0 192 69.1%

いいえ 46 40 0 86 30.9%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 24 19 0 43 15.5%

いいえ 134 101 0 235 84.5%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 61 35 0 96 34.5%

いいえ 97 85 0 182 65.5%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 113 42 0 155 55.8%

いいえ 45 78 0 123 44.2%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 41 10 0 51 18.3%

いいえ 117 110 0 227 81.7%

計 158 120 0 278 100.0%

LINE相談・安心メール相談事業をこれまでに利用したことがあ
る

回答数
合計 割合

保健相談センターの相談窓口を今後利用したい
回答数

合計 割合

LINE相談・安心メール相談事業を知っている
回答数

合計 割合

保健相談センターの相談窓口を知っている
回答数

合計 割合

保健相談センターの相談窓口をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

地域子育て支援センター発行の子育て情報誌をこれまでに利用
したことがある

回答数
合計 割合

地域子育て支援センター発行の子育て情報誌を今後利用したい
回答数

合計 割合

地域子育て支援センター発行の子育て情報誌を知っている
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

はい 68 25 0 93 33.5%

いいえ 90 95 0 185 66.5%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 91 35 0 126 45.3%

いいえ 67 85 0 152 54.7%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 30 5 0 35 12.6%

いいえ 128 115 0 243 87.4%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 52 27 0 79 28.4%

いいえ 106 93 0 199 71.6%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 135 65 0 200 71.9%

いいえ 23 55 0 78 28.1%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 24 5 0 29 10.4%

いいえ 134 115 0 249 89.6%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 58 17 0 75 27.0%

いいえ 100 103 0 203 73.0%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 144 97 0 241 86.7%

いいえ 14 23 0 37 13.3%

計 158 120 0 278 100.0%

新生児聴覚検査、産後1ヶ月健診を知っている
回答数

合計 割合

産後ケア事業（産後ヘルパー、デイサービス、ショートステ
イ）をこれまでに利用したことがある

回答数
合計 割合

産後ケア事業（産後ヘルパー、デイサービス、ショートステ
イ）を今後利用したい

回答数
合計 割合

母子保健手帳アプリ「すくナビさかいみなと」を今後利用したい
回答数

合計 割合

産後ケア事業（産後ヘルパー、デイサービス、ショートステ
イ）を知っている

回答数
合計 割合

母子保健手帳アプリ「すくナビさかいみなと」を知っている
回答数

合計 割合

母子保健手帳アプリ「すくナビさかいみなと」をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

LINE相談・安心メール相談事業を今後利用したい
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

はい 126 80 0 206 74.1%

いいえ 32 40 0 72 25.9%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 96 38 0 134 48.2%

いいえ 62 82 0 144 51.8%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 129 99 0 228 82.0%

いいえ 29 21 0 50 18.0%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 111 90 0 201 72.3%

いいえ 47 30 0 77 27.7%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 108 57 0 165 59.4%

いいえ 50 63 0 113 40.6%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 32 43 0 75 27.0%

いいえ 126 77 0 203 73.0%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 13 26 0 39 14.0%

いいえ 145 94 0 239 86.0%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 77 46 0 123 44.2%

いいえ 81 74 0 155 55.8%

計 158 120 0 278 100.0%

アートスタート事業を今後利用したい
回答数

合計 割合

アートスタート事業を知っている
回答数

合計 割合

アートスタート事業をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

ブックスタート事業をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

ブックスタート事業を今後利用したい
回答数

合計 割合

新生児聴覚検査、産後1ヶ月健診を今後利用したい
回答数

合計 割合

ブックスタート事業を知っている
回答数

合計 割合

新生児聴覚検査、産後1ヶ月健診をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

はい 57 77 0 134 48.2%

いいえ 101 43 0 144 51.8%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 26 54 0 80 28.8%

いいえ 132 66 0 198 71.2%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

はい 71 55 0 126 45.3%

いいえ 87 65 0 152 54.7%

計 158 120 0 278 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

自宅 51 79 130 26.0

祖父母などの親せき宅 21 29 50 10.0

友人・知人宅 9 14 23 4.6

習い事 38 54 92 18.4

放課後児童クラブ 73 40 113 22.6

放課後子ども教室 29 22 51 10.2

ファミリー・サポート・センター 0 1 1 0.2

その他（公民館、公園など） 12 28 40 8.0

計 233 267 500 100

「自宅」が最も多く、次いで「放課後児童クラブ」、「習い事」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 7 8 15 11.5

2日 12 22 34 26.2

3日 8 10 18 13.8

4日 5 7 12 9.2

5日 16 28 44 33.8

6日 0 1 1 0.8

7日 3 3 6 4.6

計 51 79 130 100

自宅で過ごしてほしい日数は、「５日」が約３割で最も多く、次いで「２日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 8 11 19 38.0

2日 4 4 8 16.0

3日 0 3 3 6.0

4日 1 1 2 4.0

5日 8 10 18 36.0

6日 0 0 0 0.0

7日 0 0 0 0.0

計 21 29 50 39

親せき宅で過ごしてほしい日数は、「１日」が約４割で最も多く、次いで「５日」となっています。

週何日祖父母などの親せき宅で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

問14　小学校低学年の放課後の過ごし方
回答数

合計 割合

週何日自宅で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

ノーメディア運動をこれまでに利用したことがある
回答数

合計 割合

ノーメディア運動を今後利用したい
回答数

合計 割合

ノーメディア運動を知っている
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

1日 8 6 14 60.9

2日 0 7 7 30.4

3日 1 1 2 8.7

4日 0 0 0 0.0

5日 0 0 0 0.0

6日 0 0 0 0.0

7日 0 0 0 0.0

計 9 14 23 100

友人・知人宅で過ごしてほしい日数は、「１日」が約６割で最も多く、次いで「２日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 10 10 25.6

2日 3 18 21 53.8

3日 1 4 5 12.8

4日 0 3 3 7.7

5日 0 0 0 0.0

6日 0 0 0 0.0

7日 0 0 0 0.0

計 4 35 39 100

習い事で過ごしてほしい日数は、「１日」が約６割で最も多く、次いで「２日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 1 1 0.9

2日 4 2 6 5.4

3日 12 12 24 21.4

4日 6 2 8 7.1

5日 42 20 62 55.4

6日 9 2 11 9.8

7日 0 0 0 0.0

計 73 39 112 100

放課後児童クラブで過ごしてほしい日数は、「５日」が約６割で最も多く、次いで「３日」

となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 14 7 21 41.2

2日 6 6 12 23.5

3日 3 6 9 17.6

4日 0 0 0 0.0

5日 6 2 8 15.7

6日 0 1 1 2.0

7日 0 0 0 0.0

計 29 22 51 100

放課後子ども教室で過ごしてほしい日数は、「１日」が約４割で最も多く、次いで「２日」と

なっています。

0～1歳 年長 小学3年

16時 1 2 3 2.7

17時 33 15 48 43.2

18時 31 17 48 43.2

19時 7 5 12 10.8

20時 0 0 0 0.0

計 72 39 111 100

「17時」と「18時」が同数で、あわせて約９割の方が希望しています。

問14で「放課後児童クラブ」を選択された方　利用終了希望時
刻

回答数
合計 割合

週何日放課後子ども教室で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

週何日放課後児童クラブで過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

週何日習い事で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

週何日友人・知人宅で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

自宅 0 93 93 35.8

祖父母などの親せき宅 0 23 23 8.8

友人・知人宅 0 14 14 5.4

習い事 0 63 63 24.2

放課後児童クラブ 0 13 13 5.0

放課後子ども教室 0 21 21 8.1

ファミリー・サポート・センター 0 2 2 0.8

その他（公民館、公園など） 0 31 31 11.9

計 0 260 260 100

「自宅」が約４割で最も多く、次いで「習い事」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 7 7 7.5

2日 0 16 16 17.2

3日 0 24 24 25.8

4日 0 6 6 6.5

5日 0 37 37 39.8

6日 0 0 0 0.0

7日 0 3 3 3.2

計 0 93 93 100

自宅で過ごしてほしい日数は、「５日」が約４割で最も多く、次いで「３日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 5 5 21.7

2日 0 6 6 26.1

3日 0 4 4 17.4

4日 0 1 1 4.3

5日 0 7 7 30.4

6日 0 0 0 0.0

7日 0 0 0 0.0

計 0 23 23 100

親せき宅で過ごしてほしい日数は、「５日」が約３割で最も多く、次いで「２日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 3 3 21.4

2日 0 9 9 64.3

3日 0 2 2 14.3

4日 0 0 0 0.0

5日 0 0 0 0.0

6日 0 0 0 0.0

7日 0 0 0 0.0

計 0 14 14 100

友人・知人宅で過ごしてほしい日数は、「２日」が約６割で最も多く、次いで「１日」となっています。

週何日友人・知人宅で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

週何日祖父母などの親せき宅で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

週何日自宅で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

問1５　小学校高学年の放課後の過ごし方
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

1日 0 3 3 21.4

2日 0 9 9 64.3

3日 0 2 2 14.3

4日 0 0 0 0.0

5日 0 0 0 0.0

6日 0 0 0 0.0

7日 0 0 0 0.0

計 0 14 14 100

習い事で過ごしてほしい日数は、「２日」が約６割で最も多く、次いで「１日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 1 1 7.7

2日 0 4 4 30.8

3日 0 1 1 7.7

4日 0 0 0 0.0

5日 0 6 6 46.2

6日 0 1 1 7.7

7日 0 0 0 0.0

計 0 13 13 100

放課後児童クラブで過ごしてほしい日数は、「５日」が約５割で最も多く、次いで「２日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1日 0 7 7 33.3

2日 0 9 9 42.9

3日 0 4 4 19.0

4日 0 0 0 0.0

5日 0 1 1 4.8

6日 0 0 0 0.0

7日 0 0 0 0.0

計 0 21 21 100

放課後子ども教室で過ごしてほしい日数は、「２日」が約４割で最も多く、次いで「１日」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

16時 0 2 2 5.1

17時 0 15 15 38.5

18時 0 17 17 43.6

19時 0 5 5 12.8

20時 0 0 0 0.0

計 0 39 39 100

「18時」が約４割で最も多く、次いで「17時」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

利用希望なし 33 32 65 52.4

低学年の間は利用したい 34 6 40 32.3

高学年になっても利用したい 12 7 19 15.3

計 79 45 124 100

半数の方が「利用希望なし」となっており、約３割の方が「低学年の間は利用したい」となっています。

問1５で「放課後児童クラブ」を選択された方　利用終了希望
時刻

回答数
合計 割合

問16(1)　「放課後児童クラブ」の土曜日利用希望有無
回答数

合計 割合

週何日放課後子ども教室で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

週何日放課後児童クラブで過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

週何日習い事で過ごしてほしいか
回答数

合計 割合

33



0～1歳 年長 小学3年

3時 0 1 1 1.7

7時 9 1 10 16.7

8時 29 9 38 63.3

9時 9 2 11 18.3

計 47 13 60 100

　　　「８時」が約６割で最も多くなっていますが、約２割の方が「７時」開始を希望しています。

0～1歳 年長 小学3年

12時 1 2 3 5.0

13時 0 1 1 1.7

14時 0 0 0 0.0

15時 1 1 2 3.3

16時 2 1 3 5.0

17時 18 1 19 31.7

18時 19 5 24 40.0

19時 6 2 8 13.3

計 47 13 60 100

　　　「18時」が約４割で最も多く、次いで「17時」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

利用希望なし 68 43 111 85.4

低学年の間は利用したい 9 2 11 8.5

高学年になっても利用したい 3 5 8 6.2

計 80 50 130 100

　　　約９割の方が「利用希望なし」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

7時 4 1 5 26.3

8時 6 5 11 57.9

9時 2 1 3 15.8

計 12 7 19 100

「８時」が約６割で最も多くなっていますが、約３割の方が「７時」開始を希望しています。

0～1歳 年長 小学3年

17時 6 2 8 42.1

18時 3 4 7 36.8

19時 3 1 4 21.1

計 12 7 19 100

「17時」が約４割で最も多く、次いで「18時」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

利用希望なし 35 39 74 36.6

低学年の間は利用したい 52 18 70 34.7

高学年になっても利用したい 29 29 58 28.7

計 116 86 202 100

　　　３つの選択肢がほぼ同じような割合になっています。

問16(1)利用終了希望時刻（日曜日・祝日）
回答数

合計 割合

問17　長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望有無
回答数

合計 割合

問16(2)　日曜日・祝日の放課後児童クラブ利用希望有無
回答数

合計 割合

問16(２)利用開始希望時刻（日曜日・祝日）
回答数

合計 割合

問16(1)利用開始希望時刻(土曜日)
回答数

合計 割合

問16(1)利用終了希望時刻(土曜日)
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

7時 11 1 12 10.3

8時 47 34 81 69.2

9時 19 4 23 19.7

10時 0 1 1 0.9

計 77 40 117 100

　　　「８時」が約７割で最も多くなっていますが、約１割の方が「７時」開始を希望しています。

0～1歳 年長 小学3年

12時 0 1 1 0.8

13時 0 0 0 0.0

14時 1 1 2 1.7

15時 2 1 3 2.5

16時 6 5 11 9.3

17時 29 14 43 36.4

18時 31 16 47 39.8

19時 9 2 11 9.3

計 78 40 118 100

　　　「18時」が約４割で最も多く、次いで「17時」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

働いていなかった 24 29 0 53 19.4

取得した（取得中である） 123 79 0 202 74.0

取得していない 8 10 0 18 6.6

計 155 118 0 273 100

　　　約７割の方が「取得した」となっており、「働いていなかった」を合わせると約９割の方が育児に

専念されていたとなっています。

問18　育児休業取得有無(母）
回答数

合計 割合

問17　利用開始希望時刻（長期休暇期間中）
回答数

合計 割合

問17　利用終了希望時刻（長期休暇期間中）
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 0 2 0 2 7.4

仕事が忙しかった 0 1 0 1 3.7

(産休後)仕事に早く復帰したかった 0 1 0 1 3.7

仕事に戻るのが難しそうだった 0 1 0 1 3.7

昇給・昇格などが遅れそうだった 0 0 0 0 0.0

収入減となり、経済的に苦しくなる 0 1 0 1 3.7

保育園などに預けることができた 0 1 0 1 3.7

配偶者が育児休業制度を利用した 0 0 0 0 0.0

配偶者が在宅、祖父母等に見てもらえるなど、制度を利用する
必要がなかった

1 2 0 3 11.1

子育てや家事に専念するため退職した 2 3 0 5 18.5

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかっ
た）

2 4 0 6 22.2

有期雇用のため、育児休業の取得要件を満たさなかった 2 0 0 2 7.4

育児休業を取得できることを知らなかった 0 0 0 0 0.0

産前産後の休暇（産前6週間、産後8週間）を取得できることを
知らなかった

0 0 0 0 0.0

その他 1 3 0 4 14.8

計 8 19 0 27 100

その他内訳…自営業のため(1)、出産を機に退職したため(２)

　　　「職場に制度がなかった」が約２割で最も多く、次いで「退職した」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

働いていなかった 1 1 0 2 0.8

取得した（取得中である） 44 5 0 49 18.8

取得していない 109 100 0 209 80.4

計 154 106 0 260 100

約８割の方が「取得していない」となっており、約２割の方しか取得ができてない結果となっています。

0～1歳 年長 小学3年

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 35 41 0 76 18.2

仕事が忙しかった 45 36 0 81 19.4

(産休後)仕事に早く復帰したかった 0 0 0 0 0.0

仕事に戻るのが難しそうだった 3 3 0 6 1.4

昇給・昇格などが遅れそうだった 10 3 0 13 3.1

収入減となり、経済的に苦しくなる 46 35 0 81 19.4

保育園などに預けることができた 1 1 0 2 0.5

配偶者が育児休業制度を利用した 45 33 0 78 18.7

配偶者が在宅、祖父母等に見てもらえるなど、制度を利用する

必要がなかった
21 22 0 43 10.3

子育てや家事に専念するため退職した 1 0 0 1 0.2

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかっ
た）

12 11 0 23 5.5

有期雇用のため、育児休業の取得要件を満たさなかった 2 0 0 2 0.5

育児休業を取得できることを知らなかった 2 3 0 5 1.2

産前産後の休暇（産前6週間、産後8週間）を取得できることを
知らなかった

1 0 0 1 0.2

その他 6 0 0 6 1.4

計 230 188 0 418 100

その他内訳…自営業のため(2)、取得できる環境でなかった(2)、職場の理解不足(1)、

母親の体調が良かった(1)、「仕事が忙しかった」と「収入源となり、経済的に苦しくなる」

が約２割ずつで最も多くとなっています。

問18　育児休業を取得していない理由（父）
回答数

合計 割合

問18　育児休業を取得していない理由（母)
回答数

合計 割合

問18　育児休業取得有無(父）
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

育児休業取得後、職場に復帰した 41 71 0 112 56.6

現在も育児休業中である 76 4 0 80 40.4

育児休業中に離職した 3 3 0 6 3.0

計 120 78 0 198 100

「職場復帰した」が約６割となっていますが、「育児休業中に離職した」がわずかですがおられます。

0～1歳 年長 小学3年

育児休業取得後、職場に復帰した 37 4 0 41 91.1

現在も育児休業中である 4 0 0 4 8.9

育児休業中に離職した 0 0 0 0 0.0

計 41 4 0 45 100.0

ほとんどの方が「職場復帰した」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

年度初めの入園に合わせたタイミングだった 27 52 0 79 63.7

それ以外だった 25 20 0 45 36.3

計 52 72 0 124 100.0

約６割の方が「年度初めの入園に合わせたタイミング」で育児休業復帰されています。

0～1歳 年長 小学3年

年度初めの入園に合わせたタイミングだった 0 0 0 0 0.0

それ以外だった 39 5 0 44 100.0

計 39 5 0 44 100.0

全ての方が個人の事情に合わせたタイミングで育児休業復帰されています。

問18-2(2)　父親の育児休業復帰のタイミング
回答数

合計 割合

問18-1(2)　父親の育児休業取得状況
回答数

合計 割合

問18-2(1)　母親の育児休業復帰のタイミング
回答数

合計 割合

問18-1(1)　母親の育児休業取得状況
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

0歳1ヶ月 2 0 0 2 1.3

0歳2ヶ月 0 1 0 1 0.7

0歳3ヶ月 3 2 0 5 3.3

0歳4ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳5ヶ月 1 2 0 3 2.0

0歳6ヶ月 5 3 0 8 5.3

0歳7ヶ月 1 1 0 2 1.3

0歳8ヶ月 5 7 0 12 7.9

0歳9ヶ月 5 2 0 7 4.6

0歳10ヶ月 6 3 0 9 6.0

0歳11ヶ月 3 9 0 12 7.9

1歳0ヶ月 27 12 0 39 25.8

1歳1ヶ月 2 3 0 5 3.3

1歳2ヶ月 3 6 0 9 6.0

1歳3ヶ月 3 2 0 5 3.3

1歳4ヶ月 3 7 0 10 6.6

1歳5ヶ月 1 1 0 2 1.3

1歳6ヶ月 2 6 0 8 5.3

1歳7ヶ月 0 1 0 1 0.7

1歳8ヶ月 3 1 0 4 2.6

1歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳11ヶ月 0 1 0 1 0.7

2歳0ヶ月 0 1 0 1 0.7

2歳1ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳2ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳3ヶ月 1 1 0 2 1.3

2歳4ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳5ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳6ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳9ヶ月 0 1 0 1 0.7

2歳10ヶ月 0 1 0 1 0.7

2歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

3歳0ヶ月 1 0 0 1 0.7

計 77 74 0 151 100.0

「１歳０ヶ月」が約３割と最も多く、次いで「０歳８ヶ月」、「０歳11ヶ月」となっています。

問18-3(1)　母親の育児休業復帰時期
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

0歳1ヶ月 0 2 0 2 1.3

0歳2ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳3ヶ月 2 1 0 3 2.0

0歳4ヶ月 2 0 0 2 1.3

0歳5ヶ月 2 0 0 2 1.3

0歳6ヶ月 1 0 0 1 0.7

0歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳8ヶ月 1 0 0 1 0.7

0歳9ヶ月 1 0 0 1 0.7

0歳10ヶ月 1 0 0 1 0.7

0歳11ヶ月 1 1 0 2 1.3

1歳0ヶ月 32 34 0 66 43.1

1歳1ヶ月 2 3 0 5 3.3

1歳2ヶ月 2 2 0 4 2.6

1歳3ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳4ヶ月 1 2 0 3 2.0

1歳5ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳6ヶ月 11 6 0 17 11.1

1歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳8ヶ月 2 0 0 2 1.3

1歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳0ヶ月 10 9 0 19 12.4

2歳1ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳2ヶ月 0 1 0 1 0.7

2歳3ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳4ヶ月 0 1 0 1 0.7

2歳5ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳6ヶ月 0 1 0 1 0.7

2歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

3歳0ヶ月 10 9 0 19 12.4

計 81 72 0 153 100.0

「１歳０ヶ月」が約４割と最も多く、次いで「２歳０ヶ月」、「３歳０ヶ月」となっています。

問18-3(1)　母親の育児休業復帰希望時期
回答数

合計 割合

39



0～1歳 年長 小学3年

0歳1ヶ月 23 3 0 26 66.7

0歳2ヶ月 2 0 0 2 5.1

0歳3ヶ月 5 0 0 5 12.8

0歳4ヶ月 1 0 0 1 2.6

0歳5ヶ月 2 0 0 2 5.1

0歳6ヶ月 0 1 0 1 2.6

0歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳11ヶ月 1 0 0 1 2.6

1歳0ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳1ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳2ヶ月 1 0 0 1 2.6

1歳3ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳4ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳5ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳6ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳0ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳1ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳2ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳3ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳4ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳5ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳6ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

3歳0ヶ月 0 0 0 0 0.0

計 35 4 0 39 100.0

「０歳１ヶ月」が約７割と最も多く、次いで「０歳３ヶ月」となっています。

問18-3(2)　父親育児休業復帰時期
回答数

合計 割合

40



0～1歳 年長 小学3年

0歳1ヶ月 4 1 0 5 12.2

0歳2ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳3ヶ月 6 0 0 6 14.6

0歳4ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳5ヶ月 1 0 0 1 2.4

0歳6ヶ月 8 4 0 12 29.3

0歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

0歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳0ヶ月 11 3 0 14 34.1

1歳1ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳2ヶ月 1 0 0 1 2.4

1歳3ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳4ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳5ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳6ヶ月 1 0 0 1 2.4

1歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

1歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳0ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳1ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳2ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳3ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳4ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳5ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳6ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳7ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳8ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳9ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳10ヶ月 0 0 0 0 0.0

2歳11ヶ月 0 0 0 0 0.0

3歳0ヶ月 1 0 0 1 2.4

計 33 8 0 41 100.0

「１歳０ヶ月」が約３割と最も多く、次いで「０歳６ヶ月」となっています。

問18-3(2)　父の育児休業復帰希望時期
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

希望する保育園等に入るため 23 33 0 56 38.9

配偶者や家族の希望があったため 1 0 0 1 0.7

経済的な理由で早く復帰する必要があったため 24 15 0 39 27.1

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 6 5 0 11 7.6

職場が育休延長しにくい雰囲気だったため 8 12 0 20 13.9

職場に育児休業の延長制度がなかったため 3 3 0 6 4.2

その他 2 9 0 11 7.6

計 67 77 0 144 100.0

その他内訳…◎家にずっと子どもと二人きりでいるのがしんどかった為　◎職場の託児所のため

◎教員をしていて夏休みの期間にしたかったため　◎自分が希望したため

◎1歳の希望で出していたのに落とされた為。働かないといけないと散々言っているのに

◎義両親に見てもらえるため、また保育園に入るまであと1ヶ月あったが復帰した。

本当なら保育園に入るまで私が見たかった。（3月生まれ）

◎上の2人も手がかからず復帰を早めた。育児ばかりより、働いていたほうが楽。

◎給与が1年間しか出なかったため　◎保育園の空きがあったため

◎スタッフ不足があるため　◎職場に、出産した月の1日復帰というルール（雰囲気）があるため

「希望する保育園等に入るため」が約４割と最も多く、次いで「経済的な理由」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

希望する保育園等に入るため 0 0 0 0 0.0

配偶者や家族の希望があったため 0 0 0 0 0.0

経済的な理由で早く復帰する必要があったため 12 0 0 12 37.5

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため 5 0 0 5 15.6

職場が育休延長しにくい雰囲気だったため 10 0 0 10 31.3

職場に育児休業の延長制度がなかったため 2 2 0 4 12.5

その他 1 0 0 1 3.1

計 30 2 0 32 100.0

その他内訳…◎国の制度上

「経済的な理由」が約４割と最も多く、次いで「職場が育休延長しにくい雰囲気だったため」

となっています。

0～1歳 年長 小学3年

希望する保育園等に入れなかったため 11 9 0 20 50.0

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 0 1 0 1 2.5

配偶者や家族の希望があったため 1 0 0 1 2.5

職場の受入体制が整っていなかったため 0 2 0 2 5.0

子どもを見てくれる人がいなかったため 4 5 0 9 22.5

その他 1 6 0 7 17.5

計 17 23 0 40 100.0

その他内訳…◎重度の病気があるため　◎下の子を妊娠したため延長したので　◎下の子を妊娠したため　

◎落とされたから　◎途中入園は難しいと言われたので　◎子供の年齢が達していなかったから　

◎障害があるため（母）体調見て

「希望する保育園等に入るため」が５割と最も多く、次いで「子どもを見てくれる人がいなかった

ため」となっています。

問18-4（2）父親が希望より早く育児休業から復帰した理由（複数選択可）
回答数

合計 割合

問18-5(1)　母親が希望より遅く育児休業から復帰した理由（複数選択可）
回答数

合計 割合

問18-4(1)　母親が希望より早く育児休業から復帰した理由（複数選択可）
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

希望する保育園等に入れなかったため 0 0 0 0 0.0

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため 0 0 0 0 0.0

配偶者や家族の希望があったため 0 0 0 0 0.0

職場の受入体制が整っていなかったため 1 0 0 1 50.0

子どもを見てくれる人がいなかったため 0 0 0 0 0.0

その他 1 0 0 1 50.0

計 2 0 0 2 100.0

その他内訳…◎国の制度上

「職場の受入体制が整っていなかったため」が５割と最も多く、次いで「国の制度上の問題」

となっています。

0～1歳 年長 小学3年

短時間勤務制度を利用した 24 28 0 52 41.9%

短時間勤務制度を利用しなかった 27 45 0 72 58.1%

計 51 73 0 124 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

短時間勤務制度を利用した 1 1 0 2 4.3%

短時間勤務制度を利用しなかった 34 11 0 45 95.7%

計 35 12 0 47 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 3 12 0 15 15.8

仕事が忙しかった 6 1 0 7 7.4

短時間勤務にすると給与が減額され、経済的に苦しくなるため 17 15 0 32 33.7

短時間勤務にすると保育園等の入園申請の優先順位が下がるため 1 1 0 2 2.1

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 0 0 0 0 0.0

配偶者が在宅、祖父母に見てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった 1 0 0 1 1.1

職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 6 3 0 9 9.5

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 4 6 0 10 10.5

その他 4 15 0 19 20.0

計 42 53 0 95 100.0

その他内訳…◎金銭的に　◎育休を延長してしまったため申し訳なくて言い出せなかった　

◎すでにパートだったため　

◎必要がなかった ◎保育園でみてもらうことができたため　◎パートで以前から短時間だったため　

◎パートで5時間勤務なので　◎フルタイムで仕事をしないと、満額給与がもらえないため

◎正社員からパート勤務になったため　◎特に利用する必要がなかった　

◎旦那が時短をとる必要はないと言ってきたから

◎パートだったため　◎仕事したかったし子育てが不得意です

「経済的に苦しくなるため」が４割と最も多く、次いで「職場に短時間勤務制度を取りにくい

雰囲気があった」となっています。

問18-6(2)　父親の短時間勤務制度利用有無
回答数

合計 割合

問18-7(1)　母親が短時間勤務制度を利用しなかった理由（複数選択可）
回答数

合計 割合

問18-5(2)　父親が希望より早く育児休業から復帰した理由（複数選択可）
回答数

合計 割合

問18-6(1)　母親の短時間勤務制度利用有無
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

職場に短時間勤務制度を取りにくい雰囲気があった 7 2 0 9 12.3

仕事が忙しかった 14 6 0 20 27.4

短時間勤務にすると給与が減額され、経済的に苦しくなるため 12 3 0 15 20.5

短時間勤務にすると保育園等の入園申請の優先順位が下がるため 1 0 0 1 1.4

配偶者が育児休業制度や短時間勤務制度を利用した 4 2 0 6 8.2

配偶者が在宅、祖父母に見てもらえるなど、制度を利用する必要がなかった 4 1 0 5 6.8

職場に短時間勤務制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 3 4 0 7 9.6

短時間勤務制度を利用できることを知らなかった 4 2 0 6 8.2

その他 3 1 0 4 5.5

計 52 21 0 73 100.0

その他内訳…◎単身赴任中　◎必要がなかった　◎男性が利用しているのを見たことがない、

出航があるため　◎時短をとるという意識、選択肢がない

「仕事が忙しかった」が３割と最も多く、次いで「経済的に苦しくなるため」となっています。

0～1歳 年長 小学3年

1歳になるまで育児休業を取得したい 76 14 0 90 90.0%

1歳になる前に職場復帰したい 9 1 0 10 10.0%

計 85 15 0 100 100.0%

0～1歳 年長 小学3年

1歳になるまで育児休業を取得したい 7 3 0 10 58.8%

1歳になる前に職場復帰したい 6 1 0 7 41.2%

計 13 4 0 17 100.0%

問18-8(2)　1歳になった時点で必ず預けることができる場合の父親の育児休業復帰のタイミング
回答数

合計 割合

問18-7(2)　父親が短時間勤務制度を利用しなかった理由(複数選択可)
回答数

合計 割合

問18-8(1)　1歳になった時点で必ず預けることができる場合の母親の育児休業復帰のタイミング
回答数

合計 割合
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0～1歳 年長 小学3年

産後支援の充実（新生児訪問事業、産後ケア、産後ヘルパー派遣事業など） 53 19 19 91 5.7

保育サービスの充実（一時保育、延長保育、休日保育など） 84 56 43 183 11.5

放課後児童クラブの充実（時間の延長など） 45 60 52 157 9.8

相談窓口や情報提供などの子育て支援の充実 24 23 8 55 3.4

小児医療の充実や安心して妊娠・出産ができる医療体制の充実 84 57 55 196 12.3

家庭における教育の支援など、地域における教育力の向上 26 22 35 83 5.2

子育て世代を対象にした良質な住宅の確保 27 19 21 67 4.2

安全・安心に通行できる道路交通環境や公共建築物等のバリア
フリー化など安心して外出できる環境の整備

30 28 37 95 6.0

仕事と生活のバランスが取れた多様な働き方の実現、男性を含
めた働き方の見直しなど仕事と子育ての両立の推進

76 42 55 173 10.8

ひとり親家庭の自立支援の推進 3 9 15 27 1.7

親子のふれあいや異世代交流の場づくり 11 9 12 32 2.0

子育てに伴う経済的支援の充実（保育料の無償化など） 113 66 60 239 15.0

家庭内、配偶者間暴力（ドメスティックバイオレンス）対策の
充実

0 2 7 9 0.6

障がいの原因となる疾病や事故の予防、早期発見・治療や障が

い児の健やかな成長への支援などの障がい児対策の充実
14 12 19 45 2.8

保育園・子育て支援センターなど、子育て支援関連施設の整備 59 34 27 120 7.5

その他 6 8 10 24 1.5

計 655 466 475 1596 100.0

その他内訳　　（抜粋）

◎未記入（６）　◎環境に関する補助金制度や周知。（家庭用ごみ処理器。小型で乾燥させるタイプ、

肥料に換えるタイプ種類問わず）　◎発達に遅れのある子供の支援と支援施設の充実

◎住宅補助制度があれば助かる家庭が多いと思います　◎公園遊具の整備　◎産婦人科が欲しい。

ひまわりなどの支援施設の建て替え。土日の医療体制の強化

◎大規模（遊具が豊富な）公園、アクアスの隣みたいな　◎病児保育（済生会は事前登録が必要で

あったため、米子まで出ないといけなかった。）

◎地域の子ども向けのイベント　◎ひとり親家庭の親が集える場所　◎病児保育の拡大、充実など

核家族世帯へのフォロー

◎児童館など、子供が遊びに行ける場所が欲しい　◎教育に関する経済的支援

◎身体をたくさん使って遊べる遊具が豊富な公園

◎小学生でも集えるセンターのような場所があると良い。（支援センターは行けない。

近所に公園や図書館もない。）◎漁港・港湾・臨海エリアの公園遊具の充実

◎不登校児への支援、医師の診断がおりるまでは、何の支援も協力もなかった。

親子ともに精神的に追い詰められました

◎児童手当の増額(独自のものを作って欲しい)、給食費の無償化

◎発達障害児への加配を。そうでないと先生も大変だと思います。叱らないようにと思っても、

個性を1人で受け入れるのに限界があると思います。でも加配の先生が昭和の力任せなおじいさん

とかだと逆に悪くなります。(今の保育を分かる人でないと。)

問19　本市が重点的に取り組む必要性の高いと思う施策(5つまで選択可)
回答数

合計 割合
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問２０ 教育・保育環境の充実等、子育ての環境や支援に関してのご意見(自由記述)  
 

【境港市の取り組みについて】 

・産後ケアの大切さをパートナーにどれだけ大切か知ってほしい、それに伴い、今後 2人目、3人目がほしいか変わる

と思います。この心境を全てのパパさんに知ってほしいです。なので、男性の育休の習得を増やすことに力を入れて

ほしいです。 

・3人育てていて、何度かアンケートなどにも回答した。改善していただいた点もあり、ありがたく思っている。 

数多くの取り組みをされており、こんなに知らないことがあったのか、とアンケートをみて思いました。 

・４月に境港に引っ越してきました。以前は、伯耆町に住んでいて経済的支援がたくさんありました。1 歳過ぎても保

育所に入らず家庭で見る場合に毎月お金がもらえたり、インフルエンザは子どもは 2 回、大人も補助金があり、保育

園の給食費は無償でした。境港に来て、こんなにも市町村によって制度が違うものかと驚きました。経済的な支援が

あると、3人子どもがいるので助かります。 

・境港市に移住して、とても子育てしやすい町だと感じました。 

・図書館も利用しやすくなり満足しています。 

・普段から子育て支援には感謝しています。 

・情報が調べないと提供されない、困っているけどどうしたら良いかわからない人には辛いです。 

・子どもの手当てを厚くしていただいてとてもありがたいです。ありがとうございます。 

・6 ヶ月健診時の離乳食相談で、離乳食は手作りがあたりまえのような感じの説明にききとれ、手作りしないといけな

いと思ってしまいました。忙しかったりすると、市販のベビーフードに頼ることも良いということを伝えてほしいです。 

・都会と制度の色んな手厚さが違う。" 

・自分から相談できない性格なので、産後の自宅訪問で「どうですか？」と言ってくださったことで、とても相談しやす

かったです。ありがとうございました。 

・境港市は生まれた子どもに対しておむつ券やファーストシューズなど手厚く支援してくださってともて感謝しています。

しかし、子どもがいざ生まれると思っていた以上にお金がかかることが多く、負担が大きいのでおむつ券の額をもう

少し増やしたり、子育て世帯への補助金を増やしたりしていただけると助かります。" 

・保育園等に通わず、自宅で子どもを見ている家庭への支援金や、2歳児クラスの保育料無料など、大山町が行って

いる子育て支援を境港市も導入してほしい。 

・産前産後たくさんの支給があり、境港市の充実した支援にとても感動いたしました。行き届いた支援が今後も続い

ていくといいなあと感じました。 

・オムツ券がもらえる年齢の拡大（2、3歳頃まで等） 

・おむつ利用券等、出産後も手厚いサポートがいくつかあり他市より支援が充実していると思う。 

・出生時に色々頂けたり、オムツ券、お買い物券はとても助かりますし、水木しげるロードにできる新しい広場もとても

楽しみです！ 

・オムツ券（9,000円）を粉ミルクも買えるようにしてほしい 

・もらえるゴミ袋はサイズを選びたい 

・近くに頼る場所がなく、積極的に産後サービスを利用させていただきました。 

・相談しやすい LINEなどのサービスもあり、とてもありがたいと感じています。 

・保育園はまだ申し込みをしていませんが、理想としては 1歳半から 2歳までは自宅保育をしたいと思っています。そ

の場合の支援などがあれば良いなと思いました。 
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・境港市にも陣痛タクシーがあれば良いなと思いました。 

・町内会に入っていないので、LINE やネットなどで市の情報や子育て情報がタイムリーにキャッチできるようにしてほ

しい。 

・境港市ほど充実した子育てしやすい環境はないと思います！ 

・私も旦那も生まれが境港市ですが、2 人共境港に生まれてよかったと思っていて、これからもずっと住み続けたいで

す。このままのサービスを続けて欲しいです。" 

・各種保護者負担金の支払いにキャッシュレス決済を導入してほしい 

 

【子育てサービスについて】 

・祖父母向けの情報提供や講座。（昔と現代の子育ての違いについて） 

・ご飯の支援や、家事代行サービスなど。 

・子どもが病気になった時こそ、寝つきが悪く、母は家の事や食事も取れません。共倒れになります。 

赤ちゃんの頃は沢山病気を貰うため免疫をつけようと言われても、生活がしんどくなるため、病気になるのが怖くて遊

びにも行きにくい状況です。病気になった際に安心できるサービスをご提案いただけると嬉しいです。 

・子どもが病気になったときこそ、サポートしてもらえるサービスが欲しい。 

・病児育児の定員数を増やしてほしい。 

・病児保育の拡充。 

・ファミサポ会員への教育を徹底してほしい。イマイチ信用できず、まだファミサポを利用していません。「昔の育児を

押し付けられるのでは…」という不安があるからです。ファミサポ受入会員は、入会時だけでなく 1 年に 2、3 回定期

的に最新の育児について指導を受けた人のみにしてほしいです。 

 

【アート、芸術、イベントについて】 

・アートスタート等の文化・芸能に触れる機会を作ってくださり本当にありがたい。田舎だから文化にふれる経験をも

てないのでは、という話もきいたが、境港市はとても幅広く柔軟に様々なことをしていると感じる。ありがとうございます。 

・芸術、文化に触れる機会の充実(小さい子でも参加できる午前中開催のもの) 

・弓浜絣の織り体験や糸紡ぎ、染め等も学習できると次世代へ受け継がれるのかなと想像します。 

・託児ありのイベントの充実(お母さんのリフレッシュ、スキルアップ) 

 

 

【子育て環境・子育て施策等】 

・誰でも通園制度のように復職していなくても(上の子だけでも)保育園に通えるようにしてほしい 

・境港の野外をフィールドとした、森のようちえんの海バージョン「海のようちえん」のような境港ならではの活動があ

れば素敵だろうなと感じます 

・父親にも産後ケアができる体制を整えてほしい。（特に育休をとったパパ、育児に熱心なパパほど鬱っぽくなりがち

ですが、ケアできる所がなく、なんでもママからのまた聞きになっていました。） 

・地域の見守り隊の方々にいつも登下校の見守りをしていただいています。本当に感謝感謝です！！ 

祖父母とは別に暮らしていますので、近くに住んでいる知り合いのおじさんおばさんの存在が子どもにとって、私たち

親にとってもものすごい嬉しいことです！！この取り組みは絶対続いてほしいです。私も将来は参加したいです。ありが

とうございます！！！ 

・家庭への支援も重要だと思うが、子どもたちを預かる福祉施設等の就労のことも考えてほしいです。(勤務時間・給
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料等)多様な働き方を推進することはいいことだとは思うが、その分福祉施設が長い時間開所していたり、休日保育

ともなると子ども自身の負担がすごく増えると思う。 

・もっと子育てやすい環境を整えてもらいたい。 

・子育て環境支援等充実してほしいですし、よく分からない点も見受けられますし、保育園 幼稚園等までならいろい

ろ環境面ととのっている面もありますが、小学校に入ったら？ってのがあるので子育てパスポートもらっている間、相談

出来る（子育て）環境があれば良いなあと思います。 

・保育園や学童の送り迎えで祖父母の方を見かけることが多いです。それだけ境港は近くに親族がいる世帯が多い

のかなと感じますが、そうでない世帯は二人だけの子育てで大変なこともたくさんあります。特に父親が毎日帰りが

遅いと母親だけのフォローになり、習い事といっても米子ほど充実していないし、米子での習い事はもちろん不可能

で、仕事をしていれば送り迎えも難しく、習い事をさせたくても断念することも多いです。 

・いくら働きたくても、子どもを預ける場所が限られている。しかも、就労時間も不定期で、夜勤等がある正社員で働く

と、１９時以降に迎えに行かなくてはならないこともあるのに、１９時以降もお願いできる保育園がそもそもない。学童

も同じ。元々夜勤もして正社員で働いていたが、保育園や学童の時間の関係で、７時間勤務の時短とならざるを得な

かった。女性が頑張って働きたくても、環境が整っていないので職場でも肩身が狭い。 

子どもの体調不良の際も、結局女性が仕事を休んで診ないといけない。休むことは仕方がないとしても、もう少し看

護休暇的な日数を考慮して、制度化してもらいたい。 

・我が家は近くに身寄りがないので、預け先、頼るところがなく、低学年の長女は、今は児童クラブや幼稚園が頼りで

す。今後のことを考えると、仕事をどうしようかと困っています。 

・市や園が保育の時間を柔軟に設定していただきありがたいと思っていますが、働かないと収入が得られず（働いて

も収入はたいしたことないですが）必然的に子どもとの時間は減るわけで、そこを園に預けて働いてることにジレンマ

を感じることもあります。多くの企業が時短がなかったり、あっても 6 歳までで小学生になるときには働く時間の検討

が必要となります。時間短縮で収入も大幅減ですし、働きながらの子育て、子どもとの時間の共有は難しいなと感じ

ます。何を優先すべきか、働いても教育を受けさせてあげるお金も時間も余裕がないです。 

・1 年を通し、感染症が流行し、親が休まざるを得ないことも多い。保育園、学校での感染対策で、もう少しできること

があるのでないか。 

・コロナも落ち着いてきたので地域などでの子どもやママの交流の場が増えてほしいです。 

・境港市民プールのスイミングスクールを利用しています。習い事をさせたいが、場所が点々としていて連れて行くの

が大変だったり、わかりにくいことで利用しにくいので、図書館、市民体育館などで、いろんな習い事が選べる、学べ

る機会を多く作ってほしい。 

・出生率が伸びるよう子育て支援も大切だと思いますが、増えていく高齢者と子ども達がより交流を持てたり、サポー

トし合える対策があるといいなと思います。" 

・コロナやインフルエンザ等で自宅療養となった間の教育の保障。 

・子ども食堂 

・子どもが地域の方とふれあい学べる機会を増やしてほしい。 

・地域全体で子どもたちを見守り、育てて行きたいです。例えば、公民館の活用など、地域によって差があると感じま

す。 

・年の離れた子どもを育てています。上の 2人は家を出て、父は単身赴任です。 

近所は同学年の子もおらず、放課後もあまり外出できません。私も仕事が夕方まであり、もっと働きたいと思っても 1

人にしておくのが何だか可哀想に思います。公民館で集まれるような雰囲気を作っていただき、家で 1 人でゲームし

ているという生活をどうにかしたいなと思っています。 
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・各家族で共働き（フルタイム残業あり）の場合、児童クラブ後の居場所（晩御飯等）の家族で過ごす時間があるの

か心配です。孤食にはさせたくないので、フルタイムでも定時で帰れる職場でないと働きながらの育児は、小学生以

降でもキツイです。 

・教育、保育環境の充実はいいが、子どもを預けっぱなしの家庭が多くあまり子どものためにはなってないと感じる。

子どものためにも家庭での関わりについても指導していくべきだと感じる。 

・祖父母が山陰外にいる家庭への支援を充実してほしい。（「おじいちゃんおばあちゃんに頼ればいいじゃん？」と

軽々しく言われることが多いですが、遠方で頼れず、その度にパパママが仕事を休まざるを得ず、周囲の視線が辛い

です。移住者を増やす方針で動いているようですが、祖父母が遠方である家庭への支援がないと、子育て世代の定

住は難しいと感じます。実際それを理由に転居も検討しています） 

 

【保育園について】 

・保育園の利用、児童クラブの利用に就労していることが条件なのは厳しい。一定期間、猶予はあるものの、その間で

就職が決まるとは限らない。年齢が高いとなかなか採用されない。子どもを預けられなくなったら就活もできなくな

り死活問題。無職なら子どもを自宅で見ろと言うのは、心中しろと言っているようなものだ。失業給付と同様に、就

活している証明ができれば、制度を利用できるよう条件を見直すべき。国が定めたルールだからなどと言う事は聞

きたくない。国のルールなら、国に働きかけてなんとかしてほしい。そもそも、親の就労状況いかんで、子どもの学び

や発育の場が奪われるのはおかしい。子どもに責任はない。少子化で国の未来は大変なんだから、子どもをもっと

大切にして下さい。 

・親が希望する保育園や幼稚園に通園できること。 

・今回、我が子は希望する保育園に通えて卒園できること感謝します。 

・４月入園でなければ難しい状況の打開。 

・米子に出勤することを考えると、7時から開園する保育園が増えると良い。 

・働いていない（平日の休みなど）と保育時間を短くすることを要請されたり、勤務でなければ土曜保育はできない。

保育園によって保育条件を変えるのではなく、保育士を確保し、すべての保育園が同じように預けられる環境にあ

るとよい。 

・土曜保育を月に一回でもいいので無条件で利用させてほしい。土曜日に仕事はなくても、自分の病院に行ったり、

家事をさせてほしい。半日でも良い。 

・子どもが 1歳になるまでは自宅で見たかったが、途中入園は難しいと聞き、仕方なく 0歳で入園させるしかない状

況が悲しかった。 

・市保連のバレー大会（保育園）ですが、練習（夜に子どもを預けてまでする必要があるのか？）や、本番も寒い季節

に体育館で、子どもを誰かに見てもらってまで（大会当日、保育もないのに）する必要があるのか？と思います。選

手をわざわざ集めるのも大変な園もあります。（役員）集まらない場合は、もう少し辞退もしやすい環境にしてほし

いです。その行事が今後も必ず必要ですか？" 

・上の子の行事がある際には土曜日でも保育園で預かっていただけると助かりますが、預けないでくださいという雰

囲気のため、ゆっくり行事に参加出来ません。 

・結婚を機に松江から境港に来ました。現在育休中ですが、来年度以降保育園に入園させるにあたり、7 時開園の

園が少なくて困りました。また、入園させたいと思っていた園（家の近くで、職場への通り道）は、0 歳入所がありま

せんでした。松江に職場があるため、できるだけ便利性が良い園を探すのに苦労しました。色々な背景があっての

現在の園の実態だと思いますが、松江の保育園とあまりにも違い、もう少し預けやすい所が増えるといいなと感じ

ました。 
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・上の子を保育園に通わせている時、平日休みの日に保育園に連れて行くと、休みなら早く迎えに来られるでしょ、な

んで休みなのに預けるの？みたいな空気を出されたり、遠回りに言われたりすることがよくありました。仕事が休み

でも、家のことや子ども連れでない方がスムーズに終わる用事などいっぱいあるし、数時間くらいは息抜きもしたい

ので、そういうところをなんとかしてほしいとおもいました。ファミリーサポートも、たったそれだけのために預けるのに

登録もいるし、子どもも慣れないので、ちょっとのことで利用する人は、少ないように思います。 

・夫が県外で単身赴任、母が米子市の保育園勤務のため、こども（兄 1 歳、妹 0 歳）を米子市（母の職場の系列の

保育園）に入園を希望していましたが、0 歳児は広域が認められないとのことでしたので、境港市で 2 人一緒に

入れる所があれば知りたい。（広域が認められると大変助かります） 

・保育園の未満児の定員も増やしてほしい。 

・保育園に中途でも入園できるようにしてほしいです。  

・支援センターで、早生まれの子は保育園に入れないという噂を聞き、2 人目妊娠のタイミングを逆算しないと困るの

か？と思いました。いつでも 1歳のタイミングで保育園に入れるなら安心して子どもを持ちたいし仕事もできると思

います。病児保育も枠を増やして欲しいです。放課後児童クラブも含め、子どもを預けることができるか（預かり枠

の問題）と不安を感じます。 

・上の子がお世話になっている保育園では、平日どちらかの親の仕事が休みの場合、家庭保育をするよう指示され

ています。また、上記同様に平日親の仕事が休みの場合は早めに迎えに来るよう言われています。 

そして土曜日は両親とも仕事の家庭のみ保育園に預けられるとされています。 

毎月お支払する保育料は変わらないですが、園側の意向で家庭保育を指示されたり、預かる時間を短縮される運

用は不満です。また、土日は父親が仕事をしており、母親 1 人で育児をしているので、母親が休める時間がありま

せん。毎週でなくてもいいので、土曜日保育も柔軟に対応してほしいです。母親も自分の用事を済ませる日が必要

です。子育て支援を謳っている園ですが、支援が足りません。保育園の運用についてご検討、ご指導頂けないでし

ょうか。 

・フルタイム勤務ですが、正規職員と同じ日数や 8 時間労働をしているので、保育園に入るときになるべく希望の保

育園に入園できるようにしてもらいたい。 

パートや自営業だと正規職員よりもポイントが低いと聞いた事がある。(入園する際のポイント制で、夫婦共に正規

職員がポイントが高くて、希望が通ると聞いた。) 

主人は自営業だが会社員と同じように働いているし、自由が効く訳ではない。会社によっては会社員のほうが融通

が効いて、送迎等に有利な事もあると思う。聞いた事が本当かはわからないが、保育園の入園希望を取るときに、

働き方で考慮してもらいたい。 

・仕事じゃないと預けられないのはつらい。休日を、ちゃんと休むために月に 1、2回くらい理由なく預けられたら、心に

余裕ができる。 

・正直、保育園に入れると思っていたので、境港市で待機児童が出たことにびっくりでした。 

・保育園に入園する日時を、育休明け 1 ヶ月前でないと利用出来ないことを見直ししてほしいです。 

・例えば、11月生まれで保育園に 1歳になったので入園希望を出そうと思い、支援センターに行ったところ、どこもい

っぱいで入れませんとか、頭ごなしに言われました。1 年で仕事復帰したくても、なかなかそのようにならず残念で

す。 

・保育園も学校も親身になって下さる先生方ばかりで毎日安心して仕事に行く事が出来ます。境港で子どもたちを

育てることが出来て幸せです。 

・先生方の質を向上していただきたい。先生によって言うことが違ったり、子どもの名前を書き間違える方が何名かい

らっしゃいます。一度じゃなく、何度かあります。子どもの気持ちに寄り添っていただきたいです。先生に相談しても
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改善されないです。 

・ 0歳の待機児童がゼロを…。 

・ 職場に院内保育があったため、0歳はそちらに預けていたが、兄弟別の園は送迎含め大変だった。 

 

【保育士等の処遇について】 

・ 保育の現場で働く方々（特に保育士）の環境改善をお願いしたいです。 

・ 保育園で働いていますが矛盾を感じます。子育てをする親の支援をする立場なのに、そこで働く者の子がコロナ等

で休まざるを得ない時、月の休みを全てそこに充てられたり、通院や病気で早く帰りたい時に嫌な顔をされたり、時

間通りに帰るとイヤミを言われたり、休日は子どもたちと過ごしたいのにボランティアで「○○運動」みたいな活動

に参加させられたり、研修会に夜参加を強制されたり。（平日の夜、働いた後、誰がご飯を作って食べさせるの？）

休日参加させるなら他の日の休みを欲しいし、時間外で研修とかなら、その分どこかで時間休が欲しい。産休、育

休後も時短勤務等があればもっと子どもを産みたいと言っている職員はいた。その人は父親の収入が少ないので、

出産後すぐに働いていた。父親がもっと手伝ってくれたら。いつも熱が出たら母親ばかり。父親は日給月給だから

仕方ないかとよく話しています。 

・市内で働く保育士の給料を上げてほしい。 

・幼稚園、保育園で働いている職員が大変そうな印象がある。子どもを預ける側としては、職員体制や環境をきちん

と整えていただき、安心して預けられるようにしてほしい。（人員不足による事故・事件のニュースをよく見るため） 

・保育園が無くなったところがあるようですが、保育士さんが少ないのでしょうか？ 

・いつも保育園の先生方には感謝しておりますので、お給料を上げる等、保育士さんがもっと働きたいと思えるように

して、すぐ職場復帰環境づくりをお願いしたいです。 

・教育・保育に携わる人がもう少し充実して見守ることができれば子どもたちが安全に過ごせるようになれるのでは

ないでしょうか。 

 

【発達支援について】 

・障がい児の子育てについて、子育て支援課、福祉課、教育委員会等にお世話になっています。 

・小集団で児童発達支援を受けられる場所があると良い。 

・発達に遅れのある子どものための専門施設や専門家が市にない。米子市にある療育センターに行かないと詳しい

相談やリハビリができないのは不便。また、療育センター内ののびっこ園に 4 月から親子通園をする予定だが、そう

いったことも境港市でできたら助かったのにと思う。米子まで車で 30分もかけて通園しないといけないという負担が

ある。 

・デイサービスの利用回数を増やして欲しい。1 歳まで月に 1 回サービスを受けられる状況ではないとキツいと感じ

ることが多かった。 

 

【地域子育て支援センターについて】 

・支援センターひまわりはとても有難い存在で、私も 2人目の時、育児に困り初めて利用させてもらい、沢山助けてい

ただきとても感謝しております。1 度行ってみたら次から通いやすいが最初の 1 歩が難しいと思うので、利用者の

方からのひと押しなどあれば、もっと育児について安心して育てられる安心感が生まれると思います。助けて欲しい

方へ近づけるかなとも思います。ひまわりの利用をもっと、子育て家庭に近い存在になるように出来たらなと思いま

す。 

・2人目が生まれてから、よく支援センターを利用しています。 
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・支援センターで先生や他の保護者の方と話す機会は親にとっても、大変気分転換にもなり、ありがたい存在です。

おもちゃや絵本も、これまで通り、充実したものが使えることが続くと嬉しいです。 

・可能な限り、早く支援センターで昼食が食べられると嬉しいです。 

・支援センターが土日、祝日も空いているのでとても助かりました。 

・子育て支援センターを利用する際、時間が 11時半までなのが気になる。 

飲食 OK になったが、お弁当が食べられるように、せめて 12 時まで開いていたらいいなと思う。11 時半まで遊ん

でから家に帰ると、帰宅途中で寝てしまい、昼ごはんがずれてしまう。もし、お弁当が食べて帰られると、そのまま車

で寝てしまっても、そのまま下ろして寝かせると親は楽だと思う。 

・きょうだいみんな時間があれば支援センターに通わせてもらい、先生方にたくさん助けていただきました！ 

 

【遊び場について】 

・室内で小学生以上が体を動かして遊べる場所があるとありがたい。 

・公園・緑地の遊具の老朽化が著しい。夕日ヶ丘や竜が山など新興住宅地域には新しい大型遊具のある公園にアク

セスしやすいが、旧市街である境・外江地区にも大型遊具のある公園を整備してほしい。弥生緑地の滑り台撤去

後の遊具を整備してほしい。臨海エリアの再編に遊具整備を取り入れてほしい。 

・中野公園の駐車場の水たまり、区画整理の修繕をしてほしい 

・境・外江地区には子育て支援センターもなく、外で遊べないときに行ける子ども向け施設がないので、整備してほし

い 

・0、1、2歳児向けの公園や遊具を増やしてほしいです。 

・室内で体を動かせる場所があると良い。（遊具や玩具などがある場所） 

・公園はたくさんあるが、雨天時に困る。室内パークのような施設があると、天気を気にせず体を動かして遊べていい

なと思う。 

みなとターミナルのように大きい子から小さい子まで楽しめる室内遊び場の充実 

・夏場に公園で気軽に水遊びができる場所が欲しい。 

・中野公園は道路沿いにあるのでフェンス等があると安心です。 

・低月齢の子も安心して遊べる公園が欲しい。アクアス内にある公園が最高によかった！ あんな公園が欲しい。 

・不安定な天気が多い地域なのに、屋内施設がない。天気の悪いし日が続くと子ども達が身体を動かせない。 

・屋内でスポーツが出来る施設やバスケットコート。屋内遊具が充実して欲しい。もしくは、誠道小学校の体育館・校

庭の開放など。 

・境港には子どもが遊べる場がないので、もっと増やしてほしい。米子のように公園の遊具を増やしたり、雨の日も遊

べる施設を作るなどしてほしい。支援センターは、未満児は楽しむことができるが、それ以上になると行きたがらな

い。 

・子どもたちが寒い時も遊べるところが欲しい 

・小さい子どもでも遊んだりできるところ 

・中学校・小学校でもみんな遊べるところ欲しい" 

・遊具が充実した公園があれば利用したい。雨の日も利用できるような場があれば利用したい。（支援センターもあ

るけど、家族で楽しめる場所） 

・例えば、道の駅の中に雨天時も遊べる場所があれば家族で利用しやすい。 

・夢みなとターミナルでも楽しく遊んでいるけど、騒いでは迷惑になるのではないかと思ってしまう。 

・室内、室外ともに子どもを遊ばせられる施設がもっと増えて欲しい 
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・子ども達が遊べる公園が少ない。 

・小学生の子が遊べる所（友達同士で）が少なく、支援センターを外ならば利用させて貰えているが、屋内で遊べる

所がない。子どもが子ども同士で遊ぶ場を求めており、週 1 である放課後子どもタイムは非常に助かっているた

め、回数が増えると喜ぶと思う。 

・乳幼児、幼児、小学生様々な世代の子どもが安心して遊べる場所を作る（倉吉未来中心には、室内に自由に遊べ

る場所がある。主に小さい子がおもちゃで遊べる所、図書館の 2 階には広めのスペースにすべり台などが置いて

ある。）そういう場所が境港にもあればいい。 

・こどもが遊べる場所が少ないです。 

・公園で幼児が遊ぼうとしても小学生がずっと使っており、幅広い子どもが遊べる場所が必要だと思います。 

・公園が少ない。 

 

【働く環境・子育てと仕事の両立について】 

・病児保育もコロナ禍は以降は感染症など確定した診断名がないと利用できなくなり、ただの風邪で元気なのにちょ

っとの熱でも何日も続いた場合はその間欠勤しないといけなくなり、有休が少ない職場であったり、パートの場合は

有休扱いにならず減給になってしまうので大変な部分があります" 

・私自身、近くに身内がおらず社会復帰するには大変ハードルが高かったです。今、融通を利かせてもらいなんとか

パートタイム勤務ですが、忙しい時等、申し訳なさもあります。どの企業も、働きやすい環境になればと思います。 

・時短勤務も考え中です。取りにくい雰囲気なので。 

・第 1 子の時は、フルタイムの正規雇用で充実して働いていました。育児休暇も 1 年半取得でき、ゆったり育児がで

きました。しかし復帰後は産前の働き方では保育園のお迎えが間に合いませんでした。もっと遅くまで預かってくれる

先を探しましたが見つからず、収入や業務が気に入っていた会社を退社し、パート先を探しました。高待遇の時給で

雇用いただけましたが、正社員と比較すると収入は半分以下になりました。 

・第 2 子の妊娠時は、単年度契約で勤務していました。無期での雇用を希望すれば、保育園のお迎えに間に合わな

くなる可能性が高い職場だからです。ありがたいことに契約期間内は産休・育休をいただける環境でしたが、新年度

には無職になりました。家族は増えるのに丸 1年無収入となることに不安しかありませんでした。 

・育児休暇を手厚くしようという取り組み自体はいいことだと思いますが、育児休暇は正規雇用の人しか十分に恩恵

を受けられない制度だと実感しました。また、復帰後も、入園したばかりの子どもは病気になりやすく、仕事を休まざる

を得ない日が多くなるのが不安です。入園のタイミングで私の配属先が変わってしまい配属されたばかりの人間が

休みばかりで出勤できない状況は、就労自体を諦めようかと思うほど不安です。子どもが病気になった時に預けられ

る先を切に望みます。 

・既にあるのかもしれませんが、島根のハローワークのような、マザーズコーナーを設け、子育てしながらでも受け入

れてくれる企業とマッチングしやすいコーナーを作ってほしい。 

 

 

【生活・経済的負担について】 

・ひとり親世帯、第三子からなど縛りをなくし、すべての子育て世帯に分け隔てない経済的支援を望みます。 

・0歳から 3歳の保育料が高いと感じます。 

・3人目以降は幼稚園も完全無償化してほしい。教材費、給食費など。" 

・小学校の給食を無償化してもらいたいです。 

・医療費はそろそろ無償化してほしい。子ども 3 人もいれば毎月みんなで熱をだしている。これで子どもをどんどん増
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やしてと言われても、正直医療費も厳しい。" 

・小学校でかかる、児童クラブや給食費等の経済的支援を希望します。 

・我が子は 4歳以上の歳の差で、現在第1子が幼稚園に通っているため、第 2子の保育料は半額です。しかし 4月

に小学生になると保育料は全額負担となります。小学生になったからといって負担が減るわけではありません。児童

クラブの費用(着替えや備品含む)やその他学用品の費用も必要になりますので、第 2 子の保育料無償化までの 1

年間、家計はむしろ現在より負担が増えることになります。我が家は父親の出張が多く、さらに毎週末母がワンオペ、

祖父母もほとんど頼れないのでパート時間も増やせません。保育料半額の対象となる『同時在園の兄弟がいる第 2

子』から、『年齢に関わらず第 2子』と見直していただきたいです。（完全無償化が 1番の希望ではありますが。） 

前述の通り、我が家は母のワンオペ時間が長めです。フィジカル・メンタル的に限界と思うことは日常的にあります。毎

日の幼稚園や保育園のお迎え時間に 30分くらい猶予をもらえたり、仕事が休みでも月に 1回は預けてもいいなど、

誰にも嫌な顔をされない『ほっと一息』の時間があったらと思います。（個人のわがままであるのは承知の上ですが、

正直な気持ちです。） 

・給食費無償化（保育園から中学校まで）になったりすると、とてもありがたいです 

・途中ありましたが、こどもが、通学している校区の夏期の学童に入れませんでした。送迎も遠く、子どもも嫌がり苦労

したので、その後なんとか学童に行かないでやりくりしました。週 2、3 の勤務だと預ける方のお金がかかるのも悩ま

しいです。働けるようにすることも大切だと思うけど、週 2、3 のパートの人が金額でマイナスにならない仕組みを作っ

て欲しい。 

・3人目以降ほとんどお金かからないってなると嬉しい。副食費、教材費など、なんだかんだ払ってるなって思う。 

・子どもが多い世帯にも、もっと経済的支援を充実してほしいです。 

・児童手当は、上の子が18歳以上だとカウントされないのは、子をたくさん産んでもメリットがない。大学在学証明等

ある場合など、考慮すべきです！！！！ 

・子育てに伴う経済の支援の充実、特に給食の無償化 

・子育てに伴う経済的支援。3人目以上とよく言われますが 1人目からお金はかかるので 1人っ子や 2人でも支援

してほしい。 

・ひとり親家庭において、習い事、塾、スポーツクラブなど、1 人じゃ対応しきれない時、無償もしくはチケット制などで

お手伝いしていただけたらとても助かります。よろしくお願い致します。 

・サッカー用品譲ります。貧困だと習いたくても習えません。本当に必要な方居られれば。数年前のものですが。" 

・母子家庭、父子家庭に対する支援の充実 

・多子世帯への、医療費の無償化や、給食費の無償化などを、検討してほしいです。 

・子育てに関して経済的な負担が多いため、給食費無料化して欲しいです。また、子どもがある世帯の大学費用など

の補助を検討して欲しいです。 

・保育環境だけではなく、小学校、中学校の給食費無料など幅広く支援してほしい。 

・育児休業中の給付金が 1 年以内に金額が下がる。働けない間はそれが頼りなので、3、4 万下がるだけでも結構

気持ち的にキツイ。上の子がいると、尚更お金はかかるものなので、1年なら 1年、一定の金額を頂きたい。 

・子どもを多く産もうと思うとさすがにアパートじゃ無理で住宅を建てたりしないといけない。そういうところの支援を希

望。 

・医療費無償化 

・子どもが多い世帯にも、もっと経済的支援を充実してほしい。 

・ひとり親や低所得の世帯ばかり給付金を配るが、子どもが多い世帯でも同じように生活が苦しいです。 

・子ども 5人で年間手取り約 500万だけど、就学援助が受けられず毎月の支払い等がしんどいです。 
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国では収入の低い方に度々援助がありますが、ある程度収入のある家庭でも日々の生活が苦しい人たちは多いと思

うので、何か支援等してもらえるとありがたいと思います。" 

・未満児の保育料無償化もしくは、軽減をしてほしい。" 

・保育料を無料にしてほしいです。 

・多子世帯への経済的支援を希望します。 

・未満児の保育料無償化 

・育児休暇取得中の経済的支援（補助金や給付金など） 

・子どもを見るために時短勤務をすると、その分収入が減り、生活に影響が出る。未満児の保育料も無償とまでは言

わないが、減額し負担が減ると嬉しい。 

・子どもができたことによる経済的負担。その支援など希望。 

・保育料や医療費の無償化等、経済的な支援をもっとしてほしい。 

・8時間労働だと子どもと過ごす時間はほんのわずかだと感じている。子どもも父母との触れ合いを求めていて、私た

ち自身も子どもとの時間を大切にしたいと思っており、短時間勤務にしたい希望はあるが、経済的なことを考えると

難しい。 

・子どもに関するお金の面で経済的支援が充実すると嬉しいです。 

 

【小学校・中学校について】 

・中学校でいじめがあるとの話を聞いて、まだまだ先の事ではあるが、とても不安になった。いじめの対応、事実を把

握しているのか。親としては 1番気になります。 

・渡小学校では、市議会だよりに書いてあったようなタブレットの持ち帰り学習はほぼ行っていません。（うちの子は、タ

ブレット配布から今までで 1回のみ。） 

・児童クラブでの対応が難しい高学年向けには、自宅学習ができるようなコンテンツを作るなどタブレットやオンライ

ンを利用したものが増えるといいなと思います。繰り返し使える動画を作成しておけば、人件費や教える人の負担も

減るのではないでしょうか。境港の歴史など、オリジナルのものを作るのもおもしろいと思います。 

・DX 化と言いながら、自治体も学校も都会に比べてかなり遅れていると思います。（都会に追いつけとか都会を基準

にしろという意味ではありません。） 

・保育園時代は、園による内容の格差を感じてました。当たりの園とそうでない園があり、スタッフのレベルや対応の

違いにがっかりすることもありました。小学校になってからも一緒ですが。直接、学校に言いにくいこともたくさんある

し、市が毎年、保護者にアンケートでも出してくれると書きやすいと思う。市が見回ったりするだけで学校の雰囲気は

変わると思う。子どもを外に出したり、すごくどなったり、今の時代と合わない教育をしている学校もあります。 

・学校からタブレットを持ち帰り、オンラインで学習に参加する、米子の方では取り入れている所もあるのに、何故でき

ないのか、学校と家庭との連携を推奨している割に、休んだ間の教育は実際家庭に丸投げ。子どもの教育を守って

やりたいのに、実際制度が整っていない。現場は教員の数も足りず、成り手もいない。教育を充実させるなら、教員の

働き改革を本気で考えるべき。 

・市議会だよりにタブレット端末の持ち帰り、不登校の件など質疑がありますが、記載があったので、実地がないため

学校に問いかけ、初めて持ち帰りをしましたが、動作確認（設定確認）のみで、学習や意欲向上に役立てていないよ

うに感じます。また、上の子が不登校であるため、タブレット持ち帰り（貸出し）を申し出はしましたが、登校した時か親

が取りに来てくださいと言われますが、不登校だから申し出ているのに子どもが受け取ることは不可能ですし、ひとり

親家庭で、通院で休みを取ったりしなければいけないのに、タブレットの受け取りを週初めに借りて週末に返却する

のは不可能です。結局、登校しない限り、学校からは取り残されているように親として感じています。 
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・PTA活動廃止 

・中学生の部活動に一般の市民も参加できたらいいのにと思います。私自身もスポーツを続けていて、心身共に健康

維持に役立っていると感じます。（子どもと一緒にしたい。スポーツ、英語、楽器、e スポーツ、なんでも良い。大人も趣

味が持てる。世代間交流。） 

・小、中、大、一般と一緒に競技ができたらと思っています。機会、場所、マッチングしていただければ。 

・不登校児童が増えているが受け入れ先が今はやすらぎルームしかない。やすらぎにも行けない児童の選択できる

場所が増えて欲しい。フリースクール等に助成があると保護者負担が軽減されたり、選択の幅が広がると思う。 

 

【児童クラブについて】 

・児童クラブでの朝の預かりもして頂きたい。 

・休日も仕事があるため、休日の保育・学童についての支援があると助かります。" 

・学童保育の延長を 19時までにしてほしい。保育所では 19時迄対応していただいていた事が、小学校に上がるこ

とで 18時半迄になるのは、不都合が生じる。 

・児童クラブがここまでひどいと思わなかった。初めて娘を預けたときに泣かれてしまい、仕事を辞めるか悩んだ。 

・保育園との教員の対応の差がありすぎる。外で遊ばせない、宿題するのは 30 分まで、テレビを見せる（好きでもな

いもの、怖いもの）など、担当者によっても対応が異なる。できる限り預けたくない状況を改善する必要があると思う。 

・あがりみち児童クラブの駐車場の水たまりが気になる。 

・働いているのに児童クラブの預かり時間が短すぎると思います。仕事をしていると 17 時半などには帰りにくくせめ

て保育園のように 18時半まで預かってもらえるとありがたいし、そうしてもらいたい。（早急に） 

・児童クラブ費が高い。夏季休暇や冬季休暇は親は仕事でお休みがないのに毎日のお弁当は負担だし、暑い時は

腐らないか不安。そこを考えていただけるならいまの児童クラブ費は妥当だと思う。なんとかそこを考えてほしいです。

私の周りの友達もよく言ってます。 

・小学校の子が気軽に行ける民間の学童が増えてほしい（習い事を併せている、スクールバスがある、など）。 

・共働きで仕事の帰りも遅くなるため、放課後児童クラブの利用をしています。高学年になった際、入会ができなくな

ったらどのようにしたらいいか考えています。そのまま利用できたり、それ以外に安心して預けられる場所があるとあり

がたいです。" 

・放課後児童クラブは年齢が上がると行きたがらなくなると聞きます。第 2 子が小学生になると、第 1 子は高学年。

長期休みなど第 1 子だけ 1 人でお留守番させて、第 2 子だけ児童クラブに行かせる(行ってくれる)のか、、我が家

の本当の『小 1 の壁』はこの時だと思っています。要望ではありませんが、1 つの事例として知っておいていただけた

らと思います。 

・放課後児童クラブでは現在見守りのような関わりであるが、できれば支援のように配慮や関わりの質を保育園のよ

うにあげてもらうと安心である。 

・放課後児童クラブの規模の拡大を希望しています。人数に限りがあるため、3 年生までの入所、場合によっては入

所できないなどがあり、仕事があるので困っています。(子どもが家に 1人きりになって、防犯面で不安。）6年生まで

通所できるようになると安心して働くことができると思っています。 

・学童保育が 3年生までだと、夏休みなど仕事中も不安になる。" 

・学童クラブの朝の受け入れ時間が遅い、仕事に間に合わない 

・高学年になっても利用できる児童クラブがもっと増えてほしいです。新しくできるようですが、地域が限られているの

で。 

・児童クラブのおやつ代の集金をまとめ払い可としてほしい 
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・学校から児童クラブに行くルートを校内通行可としてほしい(悪天候のときなど) 

・昨年までは学童を利用していたが、時間が延長しても 18 時半までだった。追加料金があってもいいので 19 時ま

でしていると有難かった。(18時前に退社して米子から幼稚園→学童で毎日ギリギリだった) 

・児童クラブの時間が 18時半くらいまであると助かる。長期休み中は 8時からだと遅過ぎる。間に合わない。 

・児童クラブの閉まる時間が早くて仕事の時間と合わない時がある。 

・育休中も児童クラブを利用したい。 

・児童クラブについて、長期休暇で利用した際、「今から下を向いて全員が静かにする時間」と言われ、少しでもしゃ

べると連帯責任で全員が外遊びできないと言われた。子どもが「先生好き」と言ったら先生は、「私は嫌い、嫌いだ

よ」と言った。もう二度と利用したくないが、仕事を始めると利用しないといけなくなるかも知れず、不安。 

・小学校の学童保育も、高学年になっても預けられるとありがたいです。1人で家に居らせるのはやはり心配です。 

・保育園に通っている間は保育時間、土曜日保育もあり安心して預けられる。小学校へ上がると、春・夏・冬休み、時

短授業が多くなる。周りに親戚もいないので、児童クラブの実態・中身をきくと、子どもが喜んで、安心して通わせ

られるのか不安。 

・放課後児童クラブの内容や環境を充実させてほしいです。テレビを見せるだけという印象が強いです。もう少し市で

力を入れてほしいです。通わせたいと思える学童にしてほしいです。 

・学童保育の建物が古いので、保育園だけでなく学校や学童も綺麗な環境にしてほしいです。 

 

【子育て環境整備等】 

・中学校の校区の中で、多分家が一番遠く、雪や大雨の時の登下校が心配です。下校の時にはまるーぷバスにでも

乗車できればと思います。 

・公共施設のトイレが汚いので（中野公園、市民第二体育館など）洋式の数を増やしたり、掃除を定期的にしたりす

ると市民も活用しやすい。 

・放課後、安全・安心して外出できる環境 

・夏休み・冬休みなど長期休みの時、児童クラブ以外利用できる場所、たとえば公民館・体育館 

・こどもが安全に通られる道が少なく不安。 

・子どもが安全に登下校したり、遊びに出たりできるように道路（歩道）の整備をしてほしい。 

・子どもを連れてもっとバス等に乗りたいが、本数やルートが少な過ぎてどこにも行けない。 

・学校や保育園の施設が古い。夏は暑く、冬は寒い、雨漏りがする、など施設面の整備が必要ではないか。 

・市内に子どもが安全に歩ける、また自転車で移動できる道が少なく、不安が多い！車が優先されている！ 

・公園、公民館など利用しやすくするためには歩道を見直すべき。したくても利用できない。 

・どのお店に入っても、おむつ替えや授乳できる環境があれば安心して利用でき嬉しいです。 

 

【産院、病院について】 

・小児医療の充実、医療費の無償化を希望します。・小児科が少ない、また、よく受診する耳鼻科も少ないことです。

医療機関が増えると助かります。 

・境港市内に産科をつくるべきだと思う。 

・市内の小児科、耳鼻科がすくなくて困ることがある(木曜午後など) 

・子育てするなら境港だが、産院がない。市内にあるとより心強いのではと妊娠中に感じた。（難しい課題ではあるが

…） 

・境港に産婦人科がなく、びっくりしました。市内にあると大変助かります。 
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・産婦人科、小児科を増やしてほしい。小児の夜間や休日みてもらえる体制を。 

・小児科があるが、診察内容、問診など信頼に欠ける。米子まで行くのが大変。 

・境港市内に産婦人科が 1件もないのは困る。今後 2人目を考えたとき、病院が遠いので何かと不安。 

・日曜に小児受診できるのが米子しかない。入院施設も米子にしかない（出産も）。子育てに力をいれるなら、周産

期小児医療を自市で考える必要があるのでは。 

 

【その他】 

・シングル家庭で保護者が夜間のお仕事の場合の受け入れ先が市にはない。相談先もいまいち分からないので情

報をもっと発信して欲しい。 

・子育てしやすいと謳っているがそんなことは全然ない。特に教育総務課の窓口対応の悪さは周りからもひどいと言

われている。職員がそんな態度で良いのか。改め直して欲しい。そんなことじゃ人口が減るだけ。上から目線すぎ。 

・時々、相談窓口がどこなのか迷います。わかりやすい仕組みになれば嬉しいです。 

・みなとテラスの電気は遅い時間までたくさんつけていなくていいと思う。最低限の電気で節電すべき。その分のお金

を施設の充実に使ってほしい。 

・勇気出して時間のない中役場に行っても心ない対応されるので悲しいです。" 

・高齢者の運転マナーが悪くて、子どもが歩道を歩いていても車が飛び出してくる。 

・このアンケートについて：生年月日が令和 5年 4月なのに 5月からしか選択出来なかった。 

・アンケートについて：生年月日を選択するところで令和 5年 2月が選択できないため 5月にしています。 

・現在スイミングスクールに通っているが、赤ちゃんがいたり、兄弟がいるとなかなか送迎が難しい。無料のスクールバ

スなどがあればよい。 

・市民プールのスイミングスクールのように利用できる習い事を増やしてほしい。 

・境港市内に子連れで飲食出来るお店が欲しい（ファミレス、ミスド、ピザなど） 

・ベビー用品のお店もないので、（西松屋、バースデイ、赤ちゃん本舗など）お店も市内にあると助かります。 

・コロナ禍で、オンライン対応がもっと浸透すると思いました。仕事も、県内でリモートワークを続けている会社を聞い

たことがありません。コロナ対応は終わりつつありますが、変わって良かったところは続けていけばいいのにと思います。

この 5年でそんなに変わらなかったなと感じています 

・このアンケートをとったところで私たち市民の意見は通るのでしょうか？市長さんにも見て考えていただきたいです。 
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資料２ 

 

第三期計画策定の経過について 

 

 

日付 内容等 

令和５年 10月 30日 

令和５年度第１回子ども・子育て会議 

・第三期計画策定スケジュールとアンケート調査概要に

ついて 

令和５年 12月 27日 
令和５年度第２回子ども・子育て会議 

・第三期計画策定にかかるアンケート調査内容の検討 

令和６年１月 25日～ 

２月 29日 
・第三期計画策定のためのアンケート調査実施 

令和６年５月 30日 

令和６年度第１回子ども・子育て会議 

・アンケート結果の報告 

・現状・課題、骨子案について意見聴取 

令和６年７月 31日 

令和６年度第２回子ども・子育て会議 

・第三期計画における事業内容等の検討 

（グループワーク） 

令和６年９月 28日 ～ 

令和６年 10月 28日 

 

パブリックコメントの実施 

 ※同時にこども・若者の声の募集実施 

令和６年 10月 30日 

令和６年度第３回子ども・子育て会議 

・パブリックコメントの結果報告 

・第三期計画最終確認 
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子ども・子育て支援法（抜粋） 

発令    ：平成24年8月22日号外法律第65号 

最終改正：令和6年6月12日号外法律第47号 

改正内容：令和6年6月12日号外法律第47号[令和6年10月1日] 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環

境の変化に鑑み、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子ども及び子

育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び

子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長

し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる

社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野に

おける全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければ

ならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子ども

が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、

子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない

。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

（市町村等の責務） 

第三条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務

を有する。 

一 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保

護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計

画的に行うこと。 

二 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子

資料３ 
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育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うと

ともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

三 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、

多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援

が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。 

２ 都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が

適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うととも

に、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策及び各市町村の区域を超えた広

域的な対応が必要な施策を講じなければならない。 

３ 国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業その他こ

の法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県と相互に連携

を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策その他の必要な各般

の措置を講じなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業

生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うこと

により当該労働者の子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ど

も・子育て支援に協力しなければならない。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又

は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。 

（定義） 

第六条 この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日ま

での間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期

に達するまでの者をいう。 

２ この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子ども

を現に監護する者をいう。 

第七条 この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のた

めに適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して

子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は

地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援
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をいう。 

２ この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及

びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第六

条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。 

３ この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育を

いう。 

４ この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」

という。）第二条第六項に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という。）、

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する幼稚園（認定こども園法

第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされた

ものを除く。以下「幼稚園」という。）及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保

育所（認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公

示がされたものを除く。以下「保育所」という。）をいう。 

５ この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び

事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。 

６ この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的

保育事業として行われる保育をいう。 

７ この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模

保育事業として行われる保育をいう。 

８ この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する

居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。 

９ この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事

業所内保育事業として行われる保育をいう。 

１０ この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をい

う。 

一 認定こども園（保育所等（認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第

五号において同じ。）であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設

であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五

十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。） 

二 幼稚園（第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条



4 

 

の十一第一項第二号、第三章第二節（第五十八条の九第六項第三号ロを除く。）、第五

十九条第三号ロ及び第六章において同じ。） 

三 特別支援学校（学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二

項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。） 

四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設（同項の規定による届出がされたもの

に限り、次に掲げるものを除く。）のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数そ

の他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの 

イ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの 

ロ 認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの 

ハ 第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの 

五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育（教育又は保育を

いう。以下同じ。）であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ

又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受け

ることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前

子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要な

ものとして内閣府令で定める基準を満たすもの 

イ 認定こども園（保育所等であるものを除く。）、幼稚園又は特別支援学校 当該施設に

おける教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間 

ロ 認定こども園（保育所等であるものに限る。） イに定める一日当たりの時間及び期間

を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間 

六 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業（前号に掲げる事業に該当する

ものを除く。） 

七 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従

業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの 

八 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業（同項第一号に掲げ

る援助を行うものに限る。）のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府

令で定める基準を満たすもの 

第五章 子ども・子育て支援事業計画 

（基本指針） 

第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備

し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立
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支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一

体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等

利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立

支援事業の実施に関する基本的事項 

二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域

子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市

町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子

育て支援事業支援計画の作成に関する事項 

三 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進

のための施策との連携に関する事項 

四 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事

業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のため

の施策の総合的な推進のために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣その他

の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

４ 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計

画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するた

めの施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育

提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育
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施設に係る必要利用定員総数（第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの

必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労

働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（

同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量

の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育

て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体

制の確保の内容及びその実施時期 

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推

進に関する体制の確保の内容 

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に

掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する

事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対

して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する

専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携に関する事項 

四 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て

支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子ど

もの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意

向その他の事情を勘案して作成されなければならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その

他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援

事業計画を作成するよう努めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地

域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）そ
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の他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるもの

と調和が保たれたものでなければならない。 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意

見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者

の意見を聴かなければならない。 

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めるこ

とその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

都道府県に協議しなければならない。 

１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを都道府県知事に提出しなければならない。 

（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画） 

第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども

・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する

計画（以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとす

る。 

２ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域

ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九

条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）その他の

教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及

びその実施時期 

二 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推

進に関する体制の確保の内容 

三 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携

に関する事項 

四 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事

する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項 
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五 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対

して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する

専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項 

六 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項 

３ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、

次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 

一 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 

二 教育・保育情報の公表に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携に関する事項 

４ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都

道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教

育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する

事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとする

ときは、第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあって

はその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係

る当事者の意見を聴かなければならない。 

６ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 

（都道府県知事の助言等） 

第六十三条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上

の技術的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の

手法その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項につい

て必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

（国の援助） 

第六十四条 国は、市町村又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都道府

県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該

事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

第七章 市町村等における合議制の機関 
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第七十二条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議

会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理

すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理

すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理す

ること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し

必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども

及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は

、市町村の条例で定める。 

４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その

他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を

処理すること。 

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関

し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合

に準用する。 

 



氏　名 ふりがな

子どもの保護者 江尻　浩介 えじり こうすけ 小学校ＰＴＡ連合会会長

子どもの保護者 田中亜沙実 たなか あさみ 保育園保護者会連合会会長

子どもの保護者 金田　里美 かねだ さとみ 聖心幼稚園PTA会長

子ども・子育て支援に

従事する職員
柏木　克仁 かしわぎ かつひと 境港市保育協議会副会長

子ども・子育て支援に

従事する職員
遠藤　美和 えんどう みわ 美哉幼稚園園長

子ども・子育て支援に

従事する職員
荒井　利恵 あらい りえ 企業主導型保育施設園長

学識経験者 細田 淑人 ほそだ よしと
境港医師協会

竜ヶ山こどもファミリークリニック

院長

学識経験者 景山　良恵 かげやま よしえ
境港市読み聞かせ団体

境港親と子どもの劇場代表

学識経験者 池淵　菜美 いけぶち なみ こども未来ネットワーク代表

学識経験者 竹内美智子 たけうち みちこ ＮＰＯ法人陽なた所長

学識経験者 嘉賀　収司 かが しゅうじ 境港市民図書館館長

公募委員 宮本　剛志 みやもと つよし 元芝浦工業大学非常勤講師

公募委員 舛岡　彩子 ますおか さいこ 境港市学校指導補助員

※1  敬称は、略しています。

令和６年度　境港市子ども・子育て会議  委員名簿

選　出　区　分 備    考

副会

長

会長

資料４



   境港市子ども・子育て会議設置要綱 

 

 （設 置） 

第１条 境港市の子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的

かつ効率的な運用を実施するにあたり、子どもの保護者その他子ども・子育て支援

に係る当事者から広く意見を聴取するため、境港市子ども・子育て会議（以下「会

議」という。）を設置する。 

 （意見聴取事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項について意見を聴く。 

（１）境港市子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

（２）子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）における特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。 

（３）子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施

状況に関すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。 

（組 織） 

第３条 会議は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱又は任命する委員で構成する。 

（１）子どもの保護者 

（２）子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（３）子ども・子育て支援に関し、学識経験のある者 

（４）関係行政機関の職員 

（５）公募委員 

２ 委員の定数は、１３人以内とする。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会 議） 

第６条 会議は、会長が招集する。ただし、会議設置の後、最初に行われる会議は市

長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

 （庶 務） 

第７条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。 

（委員以外の出席） 

第８条 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴

くことができる。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年２月18日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

資料５ 


